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長野県治水・利水ダム等検討委員会 第４回駒沢川部会議事録 

 

日  時  平成１４年１２月２日（月）午後１時から午後４時５０分まで 

場  所  辰野町小野農民研修センター 

出 席 者  藤原部会長以下１４名（高橋委員、宮澤委員 欠席） 

 

開 会 

○田中治水・利水検討室長          

 それでは定刻となりましたので、只今から、長野県治水・利水ダム等検討委員会第４回駒沢川

部会を開会致します。 

 開会にあたりまして、藤原部会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 こんにちは、皆さんお忙しいところをご出席頂きましてありがとうございました。前回の部会

では小野簡易水道の水道用水の必要量、それから小野地区の農業用水の必要量について議論をし

ましたし、また、小野簡易水道の水源の汚染状態についても議論を致しました。また、現行ダム

計画の貯水容量とか計画高水流量についても議論した訳です。今日は前回に続きまして、利水・

治水等の課題について審議をして頂き、更に水道用水の必要量、前回の時に先送りをしましたの

で、今日は出来るだけ決定をして頂いたうえで水源の確保についての議論を進めていきたいと思

います。その後、現在の多目的ダム、これはもう計画が提示されている訳ですのでこの多目的ダ

ム以外の利水・治水についての論議を行って出来れば代替案の問題に入っていきたいと思います。

限られた時間の中の会議ですので、十分なご審議を頂き、議事進行についてもご協力頂きたいと

思います。以上簡単ですけど、開会の挨拶とさせて頂きます。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 どうもありがとうございました。 

 只今の出席委員は、１６名中１４名でございます。条例の規定によりまして、本部会は成立致

しました。尚、高橋委員、宮沢委員は公務により欠席されております。それと議事に入って頂く

前に資料の確認をお願いしたいと思いますが、本日、お手元に１８から２２までということで一

覧表とともに配付してございますので、１８、１９-１と２、それから２０、２１、２２ですがご

確認をお願いしたいと思います。宜しいでしょうか。それでは、部会長、議事進行の方をお願い

致します。 

 

議 事 

○藤原部会長 

先ほど、田中さんの方から説明がありましたように、高橋委員が欠席をするのは、南安曇郡の

正副議長会議があるということで欠席です。それから、宮沢委員の場合は、５日から始まる県議

会の前の各派の代表者会議というのがあって知事との懇談があるそうで、そのことで欠席を致し
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ますという届け出が出ておりますのでご了承頂きたいと思います。 

それから、本日の議事録署名人については、小澤昭八委員と小澤雅人委員のお二人にお願いし

たいと思います。宜しくお願い致します。 

議事を進めますけれども、利水に関する事項を審議して行きたいと思います。農業用水につい

ては既に確認されておりますけれども、先ほど申し上げましたように水道用水の需要量、これに

ついての意見がいろいろとありまして、この問題を先送りした訳で今回の部会、更にその需要量

を確認したうえで水源の状態、水源対策というものも検討していきたいというふうに思っており

ます。 

まず、議事に入りまして利水の問題ということで、水道用水の問題を始めて行きたいと思いま

す。資料の請求として松島委員の方から請求があった小野簡易水道の系統図というものが請求が

あったんですが、このことについて辰野町からご説明頂きたいと思います。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

それでは資料１８について、前回質問のありました小野簡易水道の全体の配水系統図というこ

とでご説明致します。駒沢関係につきましては、前回も初回の時にも説明しておりますので、今

回は小野の飯沼関係と藤沢関係の水源についてご説明したいと思います。 

まず、図面の下の左側ですけれども、桜沢水源、それから牛首水源これは予定でありますけれ

ども、それと現況ですが山口水源、それからその下へ行きまして下村水源、中村水源とこの水源

で取水をしまして、それぞれ桜沢につきましては山口第２配水池を経由しまして給水をしていま

す。それから山口水源については山口第１配水池を経由しまして飯沼地区に給水ということであ

ります。それから下村水源については下村配水池を経由して飯沼の下村地区に給水をしておりま

す。中村水源についても中村配水池を経由しまして中村地区に給水ということでございます。 

それから藤沢地区でございますけれども、藤沢水源は藤沢配水池を経由致しまして藤沢地区へ

給水していると。これが小野簡易水道の給水の系統図全体でございますので宜しくお願いしたい

と思います。 

 

○藤原部会長 

松島さん、これで何か質問があればお願い致します。 

 

○松島委員 

そうすると細かいことでお願いします。藤沢水源は、これは独立しているということで他とは

繋がっていないということですか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

現在はそのようになっております。 

 

○松島委員 

それで下村配水池というところまでは送水管が上からずっと繋がっていると理解していいです
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か。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

これにつきましては、繋げる予定でおります。 

 

○松島委員 

予定というように理解すると、ということは下村地域と飯沼地域というのは、現在は結ばれて

いないということですか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

現在のところ繋がっておりませんが、今年以降、工事で繋げる予定になっております。 

 

○松島委員 

それからこの小野地区と飯沼地区とはポンプがあって一方方向に管が繋がっているというこの

前、説明がありましたが、それはこの中継ポンプというところを意味するのですか。中継ポンプ

という丸印が書いてあるのですけど。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

深沢配水池のすぐ左のところに中継ポンプ室と書いてありますけど、それから中村の配水池の

方までポンプアップで繋がっているということです。 

 

○松島委員 

中継ポンプ室から後言われた中村という位置が・・・ 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

図面のちょうど下の方の左側の下村水源、中村配水池、中村水源とありますけれどもそこの中

村配水池の方へ送っているという意味です。 

 

○松島委員 

そうすると深沢配水池と休戸電動弁室というところの配水管というのは、北へ向かって矢印が

示してある訳ですね。これはどういうことを意味する訳ですか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

中村配水池から自然流下で休戸の電動弁室まで繋がっているということです。深沢配水池から

休戸の電動弁室までということです。 

 

○松島委員 

深沢配水池から休戸電動弁室まで行っているということですね。 
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○辰野町 桑沢水道課長 

そのとおりです。 

 

○松島委員 

それで逆方向はだめだと言う意味は、従って小野地区から深沢の方へは、そちらの方へは動か

ないとこういう意味ですね。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

高さの関係で休戸から深沢配水池の方へは配水は出来ません。 

 

○松島委員 

そういうようにこの前の説明を理解すればいい訳ですね。そうすると今度は小野地区へ来て、

休戸電動弁室というのはこれはポンプ室のことなんですか。それともどんな働きをするところな

のですか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

前にも説明してありますけれども、駒沢配水池と深沢配水池の水をこの休戸電動弁室で電動弁

にて給水を区分けしている訳でございます。駒沢配水池から来た水と深沢配水池から水を区分し

て小野の地区の方へ給水しているという電動弁室です。 

 

○松島委員 

区分するということですから、この赤い配水管のところをそこへそれぞれ分けていっていると

そういう意味ですね。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

もう一度説明いたしますけれども、深沢配水池の水を給水しておりまして、深沢配水池の水が

ある一定の水位まで下がった場合については休戸の電動弁室が開きまして、駒沢の配水池の水を

給水すると、それから駒沢配水池の方が一定の水量に達した場合については休戸の電動弁室で深

沢の配水池の水を止めまして駒沢の配水池の水を給水すると、ここで給水の区分わけをしている

訳でございます。 

 

○松島委員 

もう一点、下町水源の水というのは下の方へ下流の方へ自然流下していくだけなのでしょうか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

下町水源の水はすべて深沢配水池へ１回送水致します。深沢配水池を経由しまして下の方へ給

水ということでございますので宜しくお願い致します。 
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○松島委員 

前の説明も含めてもう１回説明して頂いてありがとうございました。また、分からなくなった

らまた、お聞きしたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

○藤原部会長 

系統図について、町の方から説明頂いた訳ですが、後で水源問題もやりますのでその時にもう

一度ご意見を頂くというふうにしたいと思います。 

次に前回資料請求がありました有効率、負荷率についてですけれども、これは資料の１９－１、

１９―２、それと資料はありませんけど負荷率の計算根拠、それから５０年、６０年の負荷率に

ついてということがあります。まず、１９－１と１９―２については食品環境水道課からご説明

を頂いて、続けて辰野町から負荷率の計算根拠と負荷率について説明をして頂いて、その上で質

疑に入るというふうにしたいと思いますのでお願いします。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

食品環境水道課です。それでは資料１９－１から説明致します。諮問河川に関する上水道とい

うことで、表が載っています。そこには事業主体ということで、岡谷市、下諏訪町、三郷村、長

野市、中野市、山ノ内町、あと辰野町、豊丘村と８事業体が載っております。そして、その横へ

いきまして計画最大給水量です。それでその左が実績最大、その横が実績平均と、それに対する

負荷率が載っております。後、平成３２年度の負荷率ということでその横に記載してございます。 

有効率ということでご説明致します。これは水道実務六法という水道法の中で記載しているこ

とでして、内容については、「現状の有効率が９０％未満の事業にあっては、早急に９０％に達す

るよう漏水防止対策を進めること。また、現状の有効率が９０％以上の事業にあっては、更に高

い有効率の目標値を設定し、今後とも計画的な漏水防止に努めること。なお、この場合、９５％

程度の目標値を設定すること」とこう記載してございます。 

あと、負荷率についてですが、これは水道施設設計指針という水道施設を計画する時の指針が

ございまして、その中に説明されております。その内容ですが、「一般的に小規模の都市ほど低く、

都市の規模が大きくなるにつれて高くなる傾向にある。計画負荷率の設定に当たっては、長期的

な傾向を把握するとともに過去の実績や給水人口規模別負荷率（これは裏側に表として載ってお

ります）、さらに類似都市との比較を行い計画値を決定すること」ということになっております。

参考に裏に載してありますが、給水人口規模別負荷率の推移、これは推移ということで昭和４５

年から平成９年度までのだいたい人口割でこの程度の数値ということで表に掲されております。

それで計画に用いられている負荷率ですが、この表を参考にする中で事業体毎の傾向を分析致し

まして、過去何年間の実績値による一番安全側の数値として最低値をとるような傾向にあります。 

次に資料の１９―２ですが、これは長野県内の簡易水道、現在約４００近くございます。それ

についての平成１２年度の実績最大と平均、それについての負荷率を記載してございます。以上

です。 
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○藤原部会長 

 はい、分りました。続いて、辰野町の方から簡易水道の負荷率の計算根拠とそれから５０年、

６０年の負荷率についてということで質問があったのですが、これは資料がないということで、

口頭でお願いします。一様、辰野町から説明を頂くということになっていたのですが、辰野町で

はなくて食品環境水道課の方でしょうか。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

それでは計算根拠というか、一般的に負荷率をどのように求めていくかということで説明致し

ます。それについては今、１９－１の資料で申し上げたとおりで、現状の水道事業の過去の実績

をもとにその最低値をとる場合と、あと、事業体によっては時系列的に減少したり上昇したりす

る場合がございますので、それについては時系列傾向分析という給水人口と給水量を割り出す場

合と同じ計算方法でありまして、それを使いまして傾向を見ながらその目標とする年度の数値を

決定していくという場合がございます。後、場合によっては平均を使う場合もございます。それ

は事業体毎に傾向がございますので、その都度、その計画を見直す中で数値を決定していきます。

以上です。 

 

○藤原部会長 

はい、ありがとうございました。牛丸さんと河合さんからこの負荷率、有効率についての資料

請求があったのですけど、これでいいですか、何か補足して質問なさることがあればお願い致し

ます。 

 

○河合委員 

河合です。簡易水道というのはいずれにしろ規模の小さい事業体であるので、規模が小さいと

ころへもって何か突発的な事故、或いはお盆の時、正月の時、これは非常に人口が増えてくるの

でそういう時の最大値が確保できるような水量がほしい訳なのでして、前回のワーキンググルー

プの報告書で頂いた中身で見ますと、辰野の小野の負荷率で見ますと、負荷率が１２年度実績で

７８.５という数字が出ています。それで、２０年後、平成３２年では７８と０.５下がるだけで

あって、７５というものは今頂いたこの資料を見ますと大きな都市、その辺の負荷率に匹敵する

のではないかとこんな感じがするのです。ですので小野の場合、今回の県の検討委員会の対象の

中では豊丘村、この辺が同じ簡易水道の事業体であるので、豊丘村の場合は３２年度では７０.

０とこういういう数字が出されております。規模は豊丘の方が大きい訳です。そんなところから

して、小野の簡水の７８という数字はちょっと大き過ぎるのじゃないかなと、もう少し低い数字

であってもいいんじゃないかとそんな感じがしますが如何でしょうか。 

 

○藤原部会長 

はい、それについては、はいお願いします。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 
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それでは、負荷率の件について、先ほど県の職員、環境水道課の方からお話がありましたけれ

どもちょっと調べたデータについて報告したいと思います。 

負荷率の計画値の設定ということでございますけれども、大規模事業体では、大都市でござい

ますけれども、一般的に言われている負荷率が８０から８５％程度ということで言われておりま

す。それから委員さんの方から説明がありましたけれども、小規模事業体では非常に負荷率のぶ

れが大きいという、要するに給水量が少ないということはぶれが大きいということで負荷率を低

く取るということになっているようでございまして、一般的には７０から８０％になるのが一般

的だというように言われております。以上です。 

 

○藤原部会長 

河合さん如何ですか。今の説明で。 

 

○河合委員 

今、水道課から言われるその中身は基本的な線であってね、そこのところは理解できるのです

が、今頂いた１９－１の裏で見ますと、人口５千人未満は６９.２、この辺が標準的な負荷率とい

うふうになっていますので、６９.２はちょっとどうかなと思うんですが、小野の簡水の場合、７

０ぐらいの数字はほしいなとこんな感じがします。 

それともう１つ、昭和６２年ですか、この前のタイガー食堂が火災になった時、消火栓を使っ

たのですがあっという間に消火栓の水がなくなってしまって、やむを得ず小学校のプールの水を

引いたとこんな経緯もあります。そんなことで小野の簡水の場合、規模が小さいので何か突発事

故があればすぐに水がなくなってしまう、こんなことも考えられますのでもう少し余裕を持った

水源がほしいなという感じがしますが、以上です。 

 

○藤原部会長 

分かりました。水源の話は後で出てきますので、その時にまたお願いしたいと思います。 

 

○原委員 

今の負荷率の件ですけど、有効率というのは高くなれば高くなるほど、如何に水を大切に使っ

ているかというデータですから、この資料の中でも、今、小野が７８％ですか、８０でしたね。

そういう意味ではだんだんだんだん水道も配水を改善することによって過去に比べますとこの数

字が上がってきている訳ですよね、小野の簡易水道の場合も。過去は７０％台の有効率であった

のが、今は８０％。それをこれから９０だとか、一番望みとするところは９５と。従ってこれか

らの給水用水計画の中でも町の方から示されている中では目標を３２年の場合でも、目標を９０

という形でその漏水防止をすることによって、私の判断でもだいたい１００m3/日、１００ｍ3ぐ

らい水が有効に使えますよと、ここはよく分かるのですよ。ただ、この負荷率という点になりま

すと、今、河合さんの方から６９だとか７０という数字が出ていますけれども、負荷率というの

は、私の考えているのは、最大給水、水をうんと使っている時と使わない時のこの差がどのくら

いの比率ですかと出している訳ですよね。そういう解釈で良い訳ですよね。ある意味ではもっと
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言葉を変えて言うと、最大給水量と最低給水量と言いますか、そういう形での率をパーセントに

求めていますよと。そうするとこの負荷率を今７８％で計画されておりますけれども、これを７

０にするというのはどういう意味なのか、今度は今の７８を８０台ぐらいにもっていくよという

意味、その給水の変動を少なくしていくという意味に捉えていくのか、このパーセントを下げる

或いは上げるということは、小野地区の２６７２名という小さい簡易水道規模の中においてどう

いう効果があるのか、負荷率を上げますよ、下げますよという論議がされていますが、その論議

はどういうところに目的があるのですか。これをちょっと専門家の皆さんに教えて頂きたいので

す。 

 

○藤原部会長 

はい、水道課の方でお願いします。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

負荷率は平均給水量／最大給水量です。最低ではなく平均の水量です。普通の生活において使

う分の平均に対して、例えば、盆とか正月の帰省があって人が増える、使う量が多い時の最大と

の割合ですね、それを負荷率と言っています。それで負荷率を上げるか下げるかということがど

こに影響してくるかと言いますと最終的には計画給水量ですね、俗に言う何年度の、今回利水ワ

ーキングで報告したのが平成３２年度の８８０m3/日という最後の８８０m3/日という数字が変わ

ってくるそのもとになります、負荷率というのは。 

 

○原委員 

例えば、負荷率７８を９０にしたとなると今の８８０ｍ3ですか、平成３２年のこの数字はどう

いうように変化するのでしょうか。うんと幅をもって、分かりやすく。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

負荷率を上げるとその差が無くなってくるのです。ということは量が減ってくると言うことで

す。８８０m3/日より下になるということです。要するに負荷率が低いということはその差が広い

ということなので、例えば観光地、この１９－１を見てもらって山ノ内町、これは実績でも６４％

ぐらいしか、これは観光地でして観光人口がものすごく占めるので、使う時はぐっと増えて、そ

れで普段生活している分には普通だと、他のところとあまり変わりない。ただ、観光人口がある

だけに増える時に増えてしまうのでその差が大きくなるとその負荷率が下がるという現象が出て

きます。それで負荷率というものを小野簡水ではもっと低くしていのじゃないかと上げてもいの

じゃないかとそういう議論は、当然、計画の段階で出てきます。けど、それをどこに根拠を求め

るのかということになってきますと、やはり、水道事業というのは安定給水というのと、あと、

当然、水が足りなくなってはいけないという計画ですので、極力、安全側ということですので数

値が一番高くなるところの負荷率の最低値を実績から拾い出します。そういう形で今回計画をし

てあります。以上です。 
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○藤原部会長 

この負荷率と他の話になるかもしれませんけれども、この負荷率が関係するのは配水施設の整

備というものに関係してくるのでしょうか。配水施設というものが相当余裕があれば、急な人口

増とか、もしくは先ほどの消火の問題とか、そういう時にですね、配水能力が余分にあれば、そ

うすれば対応できるということになるんでしょうか。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

そういうことになります。 

 

○藤原部会長 

負荷率というのは説明頂いて、最大のところと平均ということですよね。最大使った実績と平

均の実績というのは、これは数字が出てくる訳ですよね。計画の時にはそれを加味して給水量を

決めるという時に使われる訳ですね、負荷率というのは。ですけど、負荷率を大きくするとか小

さくするとかということはですね、これは人的な操作じゃなくて、実績で出てくるということで

すね。そういう時に先ほど河合さんが仰ったような消防しようと思ったら水がなくなっちゃうと

いうのは配水施設そのものが余裕がなければそういう事態が来るのかも知れませんけれども、配

水施設がある程度余裕があれば、そういう時には水が余分に出せるというふうに考えていいんで

すか。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

 それはその通りです。余裕があるに越したことはないです。いざという時のために。ただ、そ

の余裕をどの程度みるかという基準を負荷率という形でとっております。だから、例えば消防の

防火用水で急に上がるとか、帰省等の関係で使用量が増えるとか、そういうものをすべて含んだ

形で、それが過去の最大値と平均値の実績で読めますからそれを計算して負荷率を出して、過去

の１０年なり２０年間の負荷率のデータを見た中でより最適なものを選んでいくなり、あとは計

算値で出していくという作業を行います。だから、特別に防火用水のために配水池を大きくする

とか、そういうことではなくて全体の給水量というものを計算する中ですべて含んで考えていく

と。そのための根拠としての率を負荷率ということで使っています。 

 

○藤原部会長 

はい、分かりました。他に何か負荷率と有効率についてご質問もしくは意見があればお聞きし

たいのですけれども。 

 

○牛丸委員 

 有効率の方で、平成３２年には有効率を９０％にということなのですけれども、今のところが

８０％ですよね、ですからそれを９０にするために今度どういった計画がなされているのかどう

かをそこのところを聞きたいのですけれども。 
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○藤原部会長 

これは町の方でしょうか。辰野町として有効率を高めるというのは漏水対策をどうするかとい

うことでしょうか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

有効率を高めるというのは先ほどより言っておりますけれども、漏水を無くすとかそういう手

段を取りながら有効率を高めるということでございまして、小野簡易水道につきましては小野特

環下水道関連におきまして漏水管対策を兼ねまして改良しております。それから、飯沼地区につ

きましても先ほどより説明しておりますけれども、県の事業の中で管の改良等を行いながら高め

ていきたいと、そんなことでございますので宜しくお願い致します。 

 

○藤原部会長 

先ほど原さんが仰ったこの有効率をですね、１０％上げると１００m3/日ぐらい漏水しないで

有効に使えるという話ですよね。ですからそういう意味では有効率を上げるというのは１つの町

としての方策であって、それがあれば新しい水源というか要するに今まで無駄に流れていた水源

が１００m3/日ほど生み出されてくる可能性があるということなんでしょうね。いいですか牛丸さ

ん。そういうことですね。はい、分かりました。それでは１９－１と１９―２について説明をし

て頂いたうえで負荷率のことについても口頭で説明をして頂いたのですが、一応その問題につい

てはこれで終わりということで、次に前回、先送りになっていました上水道の需要量について具

体的に議論をしていきたいと思うのです。これは辰野町が計画している小野簡易水道組合の平成

２２年の目標というのが１日最大給水量１０３０m3/日ということになっているのですね。それで

利水ワーキングでは平成３２年度で８８０m3/日ということになっていますけれども、利水ワーキ

ンググループの資料８―２のところにありますが、その５ページ目に数字が出ておりますけれど

も、この利水ワーキンググループのところでも平成２２年度１００５m3/日というふうになってい

るので、これは町の目標と平成２２年の段階ではそう大きな差はないということになると思うの

です。ただ、トレンド法とかコーホート法でもっと下がるのですけど、それでやっていきますと

人口が減ってきてその結果、平成３２年では８８０m3/日というような訳になっているのですが、

平成１３年の給水量のピークというのは１０８８m3/日というふうになっています。前回の時に矢

ヶ崎委員の方から町としては、やはり町の将来というものを考えると水源について余裕を持ちた

いというふうなご意見があった訳ですけれども、この１０３０m3/日とか８８０m3/日というのは、

小野地区の簡易水道の見通しということになっている訳で、辰野町全体としての将来計画という

ものと小野地区の今どういうふうな将来計画があるかということとはちょっと同じではないのじ

ゃないかなという感じがするんですが、もしこのことについて矢ヶ崎委員の方から何かご意見を

頂ければ、まず伺っておきたいんですけれども。 

 

○矢ヶ崎委員 

前回申し上げましたことは、人口減の予測というのはこのまま行けばという推移を仮に出して

ある訳でありまして、必ずしも政策によってはそうならないこともあるだろうしということであ
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ります。それで水源確保は今のトレンド法の中で人口が減っていく時の状況を加味して８８０m3/

日ということでなくて、この政策が打てるような余力を持った水源確保が必要であるとこんなふ

うに思う訳であります。その時に例えば、工場誘致とか、或いはまた住宅地の増設だとかいろん

なことが考えられますが、今ここでどこの企業をどんなふうにどこへ連れてくるかということじ

ゃなくて、そういった政策もとることすら出来ないような水確保に規定されては困るということ

でありますので再度この８８０を３倍にしろとか４倍にしろとかそういう極論をいうのでなくて、

先ほど河合さんも言われたように若干の余裕をもった水量を出してほしいということであります。

今、基準値がいろいろ出ていますので、それはそれで参考になると思いますが、さてそのままで

いいのか少し２～３割余分にやはり確保するべきなのかどうなのか。ちょうどちょっきりでは現

状に合わせてやられても困るとこういう意味であります。 

 

○藤原部会長 

 はい分かりました。今のご意見に対し、何かご意見はありますか。はい、河合さん。 

 

○河合委員 

 河合ですが、前回ワーキンググループの方から頂いた水需要予測、資料８―２、それの３ペー

ジ、表の５―２として給水量の実績表というのがあります。これは平成３年から１２年に至るま

での給水人口の変動の数字だと思うのですが、これは平成１２年ですから実績の数字がここに出

されているのだろうと思います。それで平成３年から平成１２年までの状況を見ますと２７６人

が減っている訳です。それを年間平均してみますと２７人か２８人そんな数字になる訳でその減

少率が将来の予測として５ページに平成３２年までの水準が載っています。上から２行目に給水

区域内人口（人）という形でこれを個々に計算していきますとやはり、この実績に基づいた数字

の減少率になっている訳です。平成１２年が２６７２名、平成３２年では２１２３名、これマイ

ナス５４９人という数字になる訳なのですが、これを平均しますと２８人から２９人の減少とこ

んな数字が出ています。こんな割合で給水人口が減っていってしまえばね、今世紀の末には小野

には人口がいなくなってしまうのじゃないかとこういうような極端な私は解釈をして見たんです

が、そんなばかなことはないだろうと、もう少しゆるいカーブで減少していくんならば、今の段

階では考えられるんだけれども、毎年、毎年、２８人から３０人ぐらいの減少でいけば、平成９

０年ごろにはすってんてんになってしまうと、水道の水もいらないよというような感じがするん

でね、これは計算上でこういう数字が使われていると思うんですが、どうもその辺が納得できな

いのでちょっと理解に苦しんでいるところですが。以上です。 

 

○藤原部会長 

 分かりました。確かにトレンド法、コーホート法でもやっていくと暫くするとどんどん減少し

ていって人口ゼロになる可能性があるのですよね、ですからこの予測が必ずしもそうなるという

ふうには思わないのです。そうしないと日本の人口があと何十年か経つと人口が６千万になって

しまうというというそんな予測も立てられていますけど、確かに河合さんが仰ったように今世紀

中にですね、相当この小野地区の人口が減ってしまうということは、これの進み方というのは理
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解しにくいところがあります。だから、そういう心配はあると思いますが、１つの利水の方の予

測として出されたので、それを参考にしてこの部会で考えて頂きたいということなのですね。で

すから、河合さん、仰った資料８―２の９ぺージのところを見て頂くと分かるんですけれども、

給水区域内人口推計値というので一番大きいのがトレンド法で２１２３人、平成３２年度ですね。

一番少ないのがコーホート法で１７９１人というふうなことになってくる訳です。ですから、そ

の中でこの予測についてはトレンド法の中の一番大きな数字というので２１２３人というのを使

って計算をしているということです。これが５ページのところの平成３２年度で２１２３人とい

う数字になっていると、ただ、これが平成２２年ですと２４０８人なのですね、給水区域内人口

として、そしてそれで計算をすると先ほどの計算で平成２２年では１００５m3/日というのが出て

いて、これが小野簡易水道の平成２２年の目標の１日最大給水量１０３０m3/日とほぼ近いという

ことですから、そこら辺までは同じような見方だと思うのですよね、ただ、それ以降の減り方と

いうのはですね、非常に大きいということで８８０m3/日というようなことになっている訳なんで

す。平成１３年の時の給水量というのは１０８８m3/日です。それを将来、矢ヶ崎さんの仰られる

ように町の将来ということを考えるとそこら辺のところの配慮も必要なのではないだろうかとい

うことがあります。ですから、この部会としてこの上水道の給水量というのをどれぐらいにみる

かということを皆さん方と議論をして、それを決めたうえで次の水源の問題というものに入って

いきたいと思うので、８８０m3/日というのは、一応、利水の方から出されておりますけれどもこ

のことをどう考えるかということについてご意見があればお聞かせ頂きたいのですが。 

 

○神戸委員 

 神戸ですが。田中知事さんが脱ダム宣言をされた当時、ちょうど４月の１８日ですか、田中知

事さんが小野の駒沢ダムへ現地視察に参りました。その折に私も、小野に今、２１０戸くらいの

春宮団地というのがございます。その団地が今の小野簡水では一番上部に、高いところにあたる

訳でございまして、ここから位置して８００から１０００くらいの上でございます。そこが非常

に夏の渇水期には水圧が下がってこれでは下水道を完備したけれども、水が流れるかということ

で、当時、私は小野の区長をしておりまして、私の家へ夜、昼、何人となく電話が参りました。

その実態を当時、ご説明をしたところが実はあるマスコミの方が私のところへ参りまして、春宮

団地というのは県の企業局の誘致で造った団地だと、そこへ水が不足するということは県として

も責任があるのじゃないですかということで水の確保について十分お願いしたいという話をしま

したら、そのマスコミさんいわく、団地に入ってくるには水の便、それから交通の便、あらゆる

ものを研究してそこの団地に来るべきじゃないかというような非常に冷たい言葉を頂きました。

当然、そこへ入ってきている皆さんが水がないということを知ってきたということは我慢をしな

ければいけないというような急に冷たい、これは知事が言った訳じゃなくて、マスコミの方が言

われた訳です。非常に冷たい言葉を言われた中で私も俄然とした訳です。実は小野地域を過疎か

ら守っていくためにはどうしても水が本当に最重要だということを思っていると、だから小野の

水、このくらいと今言った最大１０００m3/日くらいの水が必要ということで試算してありますけ

れども、できるだけこの小野地域の将来の過疎に歯止めをかけていくためにも、出来るだけ皆さ

んの住み良い地域にしていくためにも、水だけは余裕をもった水源をお願いしたいということを
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ここで訴えたいと思います。以上です。 

 

○藤原部会長 

他にご意見ございますか。はい、どうぞ。 

 

○原委員 

 今、神戸さんも言われましたけれども、必要水量を私どもがいくらと決めるのは少し難しい点

がありますけれども、１つ事例を申し上げますと、今、町長さんもここにいらっしゃいますけれ

ども、この小野地区の過疎化を何とか食い止めるために工場誘致だとか、いろんな過去がありま

した。つい最近の事例、確証は私、持っていませんけれども、辰野町のある味噌屋さんが町から

別のところへ実際は工場を建ててしまいました。本当ならば同じ町内の中で小野なら小野へ、土

地もありますからそちらの方へ味噌工場を持ってこようということも検討されたようです。しか

しながら、絶対的に味噌の場合は相当数の水を使う訳なのです。小野に水が不足しているという

ことがとうとうその地元の味噌屋さんですら小野地区に工場進出を諦めて、他へ出て行ったと、

この上伊那郡下の一円でございます。その１つを捉えただけに如何に工場というものを持ってく

る場合に水が非常に必要かとという条件ですよね。これが１つの事例を示しているのじゃないか

と。例えば、辰野町の場合においても辰野高校の裏の方に今、町長さんが町としての工業団地を

造って頂きました。そういう中においてもですね、あそこの場合は高いところに団地構成がされ

てますから水の確保というのが町でも相当苦労されたと思うんです。という点から見ても、如何

に過疎をやめて少しでも地元に対する人口を増やし、潤いをもたせる工場団地の誘致をしていく

という場合においても、精密工業やその他のことはちょっと別にしまして、こういうところへ誘

致する場合は水の条件というのは非常に大きなファクターになってきている。いろいろな点から

考えた時に、如何に水の重要性、もちろん私どもの生活しているところにおいても平均給水量だ

とか最大給水量とか後ほど、申し上げたいと思うのですけれども、夏場の渇水期の頃と、冬正月

近辺に一番水を使っているこの時には現実問題として需要が上回って、供給が追いついていない

よという事例がある訳なのですよね。従いまして、水ではぎりぎりいっぱいで今日、小野地区住

民も生活している。ということになりますと、当初、県が申請された駒沢ダムの建設計画という

ところに出された資料からいっても、約９６０m3/日というような形で申請がされておる訳ですよ

ね。これだけの水がこれから必要ですよ。そういう中で人口も増えていくという予測の中から正

確に言いますと９５５m3/日、こういう水の確保をしなければならない。そのために駒沢ダムとい

うのが必要なのです。という計画が組み立てられる。それで現在、１０７６m3/日、平成１２年の

資料でございますけれども。最大給水量１０７６m3/日、という点から見ても今私は、どれがどれ

ということではなくして、少なくても先ほど神戸さんが言われた通り、町の方の計画段階で出さ

れた９５０m3/日から限りなく１０００m3/日近い水の確保というものは今後の人口だとかトレン

ドだとかあういう形で見ていっても多分減るだろうなという予測はしております。しかし、これ

からのこの地域の発展を考える場合は、最低限の余裕を持った水というものは必要だとそういう

意味では９５０から１０００m3/日という、こういう水の確保は最低お願いしたいというふうに思

っておる訳です。以上です。 
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○藤原部会長 

 分かりました。利水のほうでは８８０という数字を出している訳ですが、今のお話を伺うと９

５０から１０００m3/日というのが原さんの方のお話ですが、需要量を決めてから水源の問題と思

ったのですが、需要量というのは水源の問題と関係してくると思いますので、先に水源の問題、

それから小野の簡易水道の方でどういうふうな経営をしようと思っているのかいうようなそこら

辺も含めて議論をして行きたいと思う訳です。そういう意味でまず、水源についてですけれども、

１つはダムということで示されている訳なのです。これは給水量を確保するための水源として、

それは既に出されている訳なので、それ以外の方法として他に方法はないかどうかということも

ご検討頂きたいというふうに思っている訳なのです。それがこの部会の仕事だろうというふうに

思いますので、片っ方にはダムというのがあって、それに対してダム以外の方法による場合には

どうするかというものもお考え頂きたいということなんです。そこで、水源の問題なのですけれ

ども、これはダム以外の方法として水源というものは他にどういうことが考えられるのだろうか

というようなことについてご意見を頂きたいと思うのですが、如何でしょうか。 

 

○根橋委員 

 根橋ですけれども。水源について過去の経過はいろんな探査をされて地下水ということを第一

義的に考えてこられた経過があると思います。それですでに役場の方から平成、年は分かりませ

んけど、１回、水源探査のデータも出されております。それに加えまして、検討課題としてお願

いしたいと思っているのは、１９７９年に例のＪＲのトンネルからの出水問題で、明治コンサル

という会社がかなり膨大なようですけれども、この小野地域の水源問題について調査されている

ようです。そのデータを公表して頂いて、それがどのような内容であったのか。つまり、もう１

回、地下水なり湧水、そういったものについての検討をした結果を再評価していくことが重要じ

ゃないかというふうに考えております。 

 

○藤原部会長 

 はい、それでは神戸さん 

 

○神戸委員 

 脱ダム宣言が出された当時、ある政党の方が小野地域へ何回か見えまして、駒沢ダムの脱ダム

に伴う水源の関係で、横川ダムというのがこの飯沼沢の次の所にその横川峡というのがありまし

て、そこのところに大きなダムが建設されていた訳です。そこからその水をもらったらどうかと

いうことを盛んに小野地域へピーアールされました。それで果たして横川ダムから水利権の問題

いろいろあって、また、横川ダムの目的もあると思いますので、簡単にそこから水をもらえるの

かどうかということが１点と、もしもらえた場合には小野までもってくるのにどのくらいの費用

が掛かるのか、またその掛かる費用について国で負担してくれるのか県で負担してくれるのか、

その辺は私にも何にも分かりませんけれども、もしその辺が分かったら、ここで県の関係者、ご

説明頂きたいと思う訳であります。 
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○藤原部会長 

はい、分かりました。宇治さん、次に何かありましたら。 

 

○宇治委員 

宇治ですが。代案という話ですから、ダムをＡとすれば、Ｂという別の案が論議されるだろう

と私は思うのですが、せっかく、３回までいろいろ質問やご意見を頂いている中でダム自体の規

模の適正性という問題が論じられている訳ですね。基本高水が５２m3/日というものをもっと低く

ていのじゃないかと、そういうものが本来、過剰だという論議があった訳ですからそれをもう１

回整理して高水から来たダムの適正規模というものももっと小さくても実際には利水を中心に機

能を果たせるのじゃないかというような論議がされたのを私としては、是非、尊重してそういう

Ａ、ＢがあるならＡ’案とかそういう論議もして頂いたらどうかなというのが私の思いです。 

 

○藤原部会長 

はい、分かりました。まず、１つは根橋さんの方からの明治コンサルさんのデータというのは

これは開示されていない訳ですか。これは町の方でやったのではないのですか。これはどこでや

ったんでしょう。はい、牛丸さん。 

 

○牛丸委員 

町史の方に塩嶺トンネル出水対策水文調査報告書、１９７９年明治コンサルタントってあるの

ですね。昭和５１年から５３年頃にかけて小野盆地のところどころで水道水源や自噴井戸の水位

低下や湧き水量の減少などの渇水現象が発生した。折から工事中であったＪＲ塩嶺トンネル内で

続いていた湧水とこの現象との間に因果関係がありはしないかと問題にされた。これを機に地質

調査、電気探査、水質分析、水位水量などの大規模な調査が行われ小野盆地内の地下水と地質構

造の関係が報告されているとあるのですね。それで、やはり今の水の不足と言われておりますけ

れども、小野に本当に水がなくて水不足をしているのか、それとも水はあるのだけれども、今、

水源が、駒沢水源と下町水源の２つ、飯沼の方にもありますけれどもそちらは別系統になってい

るということなので、２つしかないので、本当に水が元からなくて２つなのか、それとも水源は

あるけれどもそれを取ることによる経済的な問題ですとか、いろんな問題でとれていなくて水が

ないのかということはすごく重要な問題だと思うのです。ですからその意味でも小野自体に地下

水が存在するかどうかということは非常に重要な問題だと思いますので、是非、これがありまし

たら出して頂きたいといことで、一応、町の町史の自然編の４７ページに載っておりますので、

是非、町の方ではこれを検討して出して頂きたいと思います。 

 

○藤原部会長 

町の方はこのことについてはどうなのでしょう。要するに今の話でいうと、水源はあるけれど

もその水源を使ってないと言うことですか。 
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○牛丸委員 

地下水として水源が求められるのであればそういった方法も代替案として考えられると言う

ことです。 

 

○藤原部会長 

そのところは如何なのですか。 

 

○辰野町桑沢水道課長 

その調査は１９７９年、今から２０数年前ということで、その当時の担当者も既に役場にいな

い方も多いですし、ちょっと町の方からの資料提供は難しいかと思います。ただ、この部会の方

からその明治コンサルタントさんの方へお願いするとか、それはまた別だと思うのですが、町の

方からはちょっと無理だと思います。 

 

○藤原部会長 

はい、分かりました。事務局の方はどうでしょう。町の方ではちょっと無理だということにな

ると。 

 

○田中治水・利水検討室長 

今の件ですけど、実施したコンサルタントへ直接ということはちょっとどうかなと思います。

どこで実施して誰がそのデータを持っているということがはっきりしないとお願いするにしても

分からないと思っているので、いずれにしてもちょっとどこが調査されたか、コンサルタントが

独自でやったとはちょっと考えられないのですが、そこら辺をちょっと調べたいのですが。 

 

○藤原部会長 

じゃ、それを調べてもらうということで、松島さん、このことについて何かご存知でしたなら

ば。 

 

○松島委員 

検討委員会でここへ最初に来た時に、その資料にあたるかどうかわからないのですが、過去の

地下水調査資料はあるということを言われたのですね。それじゃその調査資料のコピーをお願い

しますといったら、そのコピーを頂いています。 

 

○藤原部会長 

あるのですか。 

 

○松島委員 

あるけれども、今日は持ってきていないですけれども。 
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○藤原部会長 

それは町から。 

 

○松島委員 

それですから、多分、町からだと思います。それの内容と牛丸さんが言われた町史に記述され

ているものを同じものであるかどうかということは分かりません、調べて見ないと。 

 

○藤原部会長 

それは松島さんがお持ちなのですね。検討委員会のところで貰ったのですか。 

 

○松島委員 

検討委員会で最初にここへ調査に来て、その時の話合いの中で。 

 

○藤原部会長 

 現地調査の時に。そうですか。それは調べればわかる訳ですね。その内容ということですけれ

ども、正確じゃなくてもいいのですが、水源がある可能性というのはどうなのでしょう。 

 

○松島委員 

その地質的な解釈を加えてみると、その報告書は辰野町小野地区の地下水が塩嶺トンネルによ

って影響を受けたかどうかという報告書です。一番関係したのは、塩尻市北小野地区ですね。そ

こでの影響が大きいもんですからそこの調査と比較しているように理解しました。それで、小野

川を境にして、東と西は地質や地形形成が全く違うということは昔から分かっています。それで

塩嶺トンネルによって渇水が生じたというのは小野川を境界としまして東の方の地区、私どもは

それを塩嶺地区と言っておりますけれども、塩嶺地区の方は下で地下水脈を切ってしまったから

大きく地下水の枯渇が表れたということは納得がいきます。ですけれども、小野川より西側の霧

訪山の山麓地区というのは地質の形成過程が全く違いますから、そちらの方に影響はなかったと

こういうふうに私自身は推定していますけれども、その地質調査報告書にそういうことは曖昧に

表現されていました。地質状況は違うが、ただその水があるとかないとかという表現はあまり的

確にはされておりませんでした。 

 

○藤原部会長 

分かりました。前回でしたか、前々回でしたか、委員の中から検討委員会の中で小野地区は水

があるのだというふうに発言した方がいると、そのことについて、どなたでしたか矢島さんが検

討委員会の議事録をお読みになってかどうか。 

 

○矢島委員 

検討委員会の議事録をみたら、小野地区の地下水はパワフルで有名だとこんなようなことがち

ょっと話に出ておりましたので、これはちょっとおかしいのじゃないかなとお聞きした訳です。 
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○藤原部会長 

ちょっと、そのことについて、松島さん。 

 

○松島委員 

それは私が発言したと思います。このことは私よりむしろ、小野地区の人の方が知っているの

じゃないかなと思います。つまり、私がそんなに詳しく調査した訳じゃないのですけれども、小

野地区へ来て、この霧訪山の扇状地の末端から、つまりすぐ横の郵便局のあたりから小野神社の

付近の境内のあたりまで歩いて見ますと、地下水があちこちで湧出しております。ですから普通

の、普通のという意味は向こうの塩嶺地区に比べればこちらの方は地下水が、つまり伏流水とし

て流れてきた地下水が扇状地の末端に来て湧き出すということがあちこちに見られたから、各個

人の家庭の井戸について知っている訳じゃなくて、普通に湧水がある場所で見るだけですから、

個人の家庭が持っておる、つまり簡易水道ができる前に縦井戸とか横井戸とかそういうような形

で持っている井戸又は自然の湧水をそのままその家の用水に使っている家がどのくらいあるかと

か、そのことは小野地区の人が一番よく知っているのじゃないかとこういうふうに思いますけれ

ども、その点は如何でありましょうか。 

 

○矢島委員 

郡界の唐沢川をはさんで、こちらの南小野の方は霧訪の山麓から離れておりますので、北小野

の境を越えると確かに側溝に水が流れて金魚草が青々としています、池もあります、自噴もして

います。だけれどこっちの方では崖を切り開いて１、２軒そんなようなところがあると思います

けれども、小野の方には地下水豊富で有名だなんて言うほど出ていません。それは皆に聞いても

らえれば分かると思います。以上です。 

 

○松島委員 

それですから、辰野町誌の小野の自然の説明の中で読んだのは、郵便局のあたりで自噴してい

る井戸の写真が出ています。ですから、今の矢島さんの言われたことはその通りだと思いますが、

そうかといってその南小野地区ですね、こちらに地下水がないということも納得できないと思う

のですね。同じ扇状地ですから。ただ、自噴したりですとか日常使っているいないとかというこ

とじゃなくて、その地下水の調査をした時に、まだ調査をしていないかもしれないけれど、そこ

に地下水があるかどうかということはまだ未知だと思います。決めてしまうのはちょっと早道だ

と思います。 

 

○藤原委員長 

原さん。いいですか、お願いします。 

 

○原委員 

ちょっと松島委員にご意見を伺いたいのですけどね、１つのそのダムに代わるべき対策の中で
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地下水という問題が出てくると思うのですよね、地下水の有効活用。そういう中から第３回の時

でしたか町の関係から塩嶺のトンネルから地下水がなくなったという問題で対策としてこの私ど

もの南小野ですよね、この地域の地下水の電気探査をしたという報告書として相当、膨大な資料

を私どもは頂いている訳なのですよね。その中でこの小野地区では４箇所、電気探査を致しまし

たよと。俗にいう小野川から向こう、東側。東側の方を３箇所でしたか２箇所でしたか、非常に

地下水のあれが少ないという報告が出ている訳であります。そして、西側ですね、霧訪からの扇

状地域一帯、でそれに一番近いところに春宮という地籍がございます。そこのところを調査した

結果、地下水が割合あります。しかし、その中で私の方からその地下水があるという量はだいた

いどのくらいのレベルの水準なのかという質問の中で、町からお答え頂いたのは、現在稼動して

いる下町水源、下町水源が今はどうでしょうか１日に２４０ｍ3 ぐらいですか。それに比較して

約１／２、半分以下です。確かに春宮地籍の地下探査の結果では下町水源の半分以下ぐらいの水

脈しかない。こういうご報告を受けている訳なのです。従って、それだと非常に量的に少ないし、

現状の下町水源よりも多大なお金をかけて、県の資料を見ますと１５０ｍぐらいを掘って、調査

するだけで３千万から５千万のお金がかかるよというようなものが出ていますから、今の春宮と

いう地籍以外に本当にこの小野の地籍に有望な地下水脈があるというならば、地下水の有効活用、

少なくても現状の下町水源よりも越えた豊富の水が出るというそういう地下水脈がこの地籍にあ

るとするならば、私は、これはありがたいことだと。本当にそういうものがあるかどうか。しか

し、その確証がない中で今現在、明確なのは、一番有望地は春宮です。それも下町水源の半分以

下ですというこういうお答えがある以上ですね、本当にこの小野地籍で地下水源が頼りになるの

かなというふうに思っている訳です。しかし、私はこれを否定する訳じゃなくてもっと有望な地

下水脈があるならば、少しでもダムに代えられるものにいくのならば、その地下水脈も１つ考え

てみる。しかし、今までやった調査で更に調査をしていくという有望なものが今考えられるかど

うかという、ここが１つ私の心配事なのです。 

それからもう１つは、非常に細かいことなのですけれども、先ほど一番初めに町の方から松島

さんのご質問の中で出された小野簡易水道の水源地はどうなっていますかということで説明がご

ざいましたよね。それで第３回の時に私も小野の簡易水道というのは系列が２つに分かれていま

すという中から松島さんの方からこういう資料を出せという形で今日、ご説明があったのですけ

れども。はっきり言って飯沼地籍というところについては、今ある現状の水源地で給水水量を満

たす、これは町の方の最大のその水源地から、飯沼の方の先ほど説明のあった水源地から出る水

の量、確保できる水の量とそれから人口から来る、その比例でいくと飯沼地区の方の水道は水が

余っています。計算でいくと１００m3 ぐらいですかそれぐらい余っている。しかし残念ながら

余っている水が、今、この小野地籍の深さのあれを通じて、駒沢配水池でしたかそちらの方へ配

管が繋がっていない訳ですよ。逆流はできます。しかし、今度は逆にもってくるということはで

きないという。本当に細かいことですけれども。それが直結してこの駒沢の方の水源までそのパ

イプが持ってこられるとすれば、少しでも残っている水を小野簡易水道全体で有効活用するとい

うことも細かい量ですけれども、そういう活用の仕方もあるなということも考えて見たりしてい

るのですけど、これは個人的考えです。如何に現状の水を大切に使うかというそういう活用の方

法もあるのじゃないかと。お金がどのくらい掛かるか分かりません。そういうことで地下水脈と
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いうのは非常に私どもも分からないところなのですよ。以上です。 

 

○藤原委員長 

どうもありがとうございました。後でまた、原さんの方からの提案を皆さん方に紹介して頂こ

うと思いますけれども、先ほどの電気探査のことなのですが、資料１４というのがあります。こ

れは小野地区水源電気探査報告書というのが出されている訳ですが、資料１４です。 

資料１４のところの１５ページのところで、調査地が４箇所あります。中村地区、春宮地区、

にれ沢地区、大沢地区の４箇所で、大沢地区は困難ということなんですが、中村地区は毎秒３０

０リットルですね、０.３m3/s。これは日量にするといくらくらいになりますか。ごめんなさい、

毎分ですね。４３０m3/日。それから春宮地区が毎分４００リットル、５７０m3/日。それからに

れ沢地区が毎分１００リットル、１４０m3/日。 

だいたいこの報告書を見ますと中村地区で４３０m3/日、春宮地区で５７０m3/日、にれ沢地区

で１４０m3/日ぐらいは、地下水開発の可能性ということで出されているんですね。ですから、

先ほどの話で地下水で開発の可能性ということで言うとここら辺の数字も１つの参考になるので

はないかというふうに思います。どうぞ。 

 

○根橋委員 

根橋ですが。前回、私が意見を言った件をご理解頂いていない方もいらっしゃると思うのです

けど、今回、資料２０で伊那建の方から資料が出ていますけど、これ見ましても、或いは当初計

画から見てもせいぜい水道用水、ダムが仮に出来たとしましても５００m3/日しか手当できないこ

とは初めから分かっている訳で、代替案というよりも、真剣に地下水を探していかないと、例え

ば先ほど言われたように１０００m3/日というようことになりますととてもじゃないけど水はな

いのですよね。まず、それを認識しなければいけないということなのです。それで、先ほどの横

川ダムの話も出ている訳ですけど、それに行く前に資料２０で出されている伊那建さんの資料を

見ても、この資料自体が水道用水は無いよと自ら告白しているような数字なのですよね。どうし

ても伊那建さんは、その瞬間、/secあたりの量を災害対策から問題にされているようで、そうい

う試行方法なのでしょうけれども、私たち常識で考えれば１年間に降る雨がどのように利用され

て、どのように用水があって貯まるのかということをやっていけばね。 

あと、先生が森林のそういった能力の問題でも言われておりましたように、だいたい４０から

５２％ぐらいは蒸散といいますか、大気中にいってしまうと、６０から７０％ぐらいは流れるな

んて書いてありますけど、こんな前提自体がもうでたらめな計画になっている訳だし、問題の設

定自体も水道用水のことは全然、というか考慮に入れないで、例えばダムの灌漑する時期に０.

０１７m3、これを全部貯めるということになれば、この間の県の資料だって稲作で０.０６は必要

だと言っているのですから、このワーキンググループの資料を無視したようなとんでもない、こ

れを見ても水道のことを何にも書いていない訳です。だから、小野地区の皆さんも認識しなきゃ

いけないのは、水道用水は仮にダムが出来たってまだ足りないのです。ましてや１０００m3/日な

んて全然、足りない。だから、必死で水源をいくつもいくつも安全牌を求めて知恵を出すという

のが、私はこの部会の務めだと思うのですよ。だからその一貫として湧水なり地下水なりという
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ことを大いに検討して、代替案として求めていくことが方向付けとしては正しいのじゃないかと

いうことであります。 

 

○藤原委員長 

はい、ありがとうございます。山本さん。 

 

○山本委員 

さっきの明治コンサルタント、いろいろ調査をやっているのですが、地質調査と電気探査と水

質分析と水位水量。これ、大規模な調査がやられたといっているのですよ。資料があるとすれば、

これは調書の本文の方を読めば、５１年から５３年頃にかけて小野盆地のところどころで水道水

源や自噴井戸の水位低下や湧き水量の減少などの渇水現象が発生した。折からの工事中であった

ＪＲ塩嶺トンネル内で続いていた湧水との現象との間に因果関係があるのじゃないかとゆうこと

で問題になった。だから、おそらくこの言い方あとずうっと文章続くのですが塩嶺トンネルで自

噴しているところや湧水の水源を切っちゃたんじゃないかということで抗議があったと思うので

すよ、問題になったということは。だから調査をしてみるということで大胆な調査をやった。お

そらくこの結果があとのほうにも書いてあるのですが、切ってないという結果を出したと思うの

ですよ、ということはＪＲがね切ってないという明治コンサルさんに調査をさせたという可能性

がありますから、ＪＲと報告されたという調書に書いてありますから、役場にも報告をされたと

いうことが考えられますのでその両方をやっぱり調べる必要があるんじゃないかと。 

発言ついでに、水の事について私、去年、この脱ダムが出た後に県の知事も来たのだし県の議

員も来て、その時の資料はこういう資料を配られた。今回配っている資料とあんまり違わないの

ですが、大事なところがおっこちちゃっているのですよ、文章では書いてあるのですが、雨沢の

一、雨沢の二、下雨沢水、この水源があったのはいずれにしても、濁りによって吸収したと書い

てある。一番最近でもね、この水が問題になっていますけども、平成９年に休止しちゃっている

のですよ濁りがあるから、下町水源はこの時の文章は濁りが伴っているけどもここは使ってない、

ですから資料として雨沢の一と二それから下雨沢の水源を吸収をした。で濁りがあるちゅうのは

ね下町にも濁りがあるわけですから、使っている訳ですから、ここの吸収をしたもっと綿密など

ういう調査によってなぜ使えなかったこういうことを特に平成９年に吸収した理由について、濁

りがあるからといって、処理は出来なかったのかどうなのか含めて私は知りたい。以上です。 

 

○藤原部会長 

 今の山本さんの質問ですけれども雨沢の一、ニ、水源とそれから下雨沢水源ですか、これを休

止したのは平成９年に休止したとすると比較的新しいのですが、町の方でこれについて何か説明

出来るでしょうか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 雨沢水源と雨沢一、ニ水源の三つの水源だと思いますが、それにつきましては湧水ということ

でそのまま処理をしていた水源でございます。その中で雨等によりまして、濁度が発生したとい
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う事で休止をしたということです。 

  

○牛丸委員 

 それでしたら今後水源を考える時にここに設備が有るのでしたら、濁りを取って使うとかそお

いったことも可能って事も考えられますし、水が足りないからダムを作るっていう計画がありな

がら平成９年に休止をするっていうのは水がそんなに逼迫していた状況じゃないのじゃないか、

水が足りないのならどうにかして使う工夫をするんじゃないかという気もするんですけど、そう

いった意味でも、ほんとに水が無くて水不足なのかそれとも水を取るための手段ですね、結局、

深く言えばダムですと国庫補助と県の補助があるけども、井戸を掘るとそういう補助は無いとい

う問題になってくるとこれは今後考えていかなければならないと思うのですけども、県の方でも

そういった新しい水源の確保に対してのどういった検討していただけるかという事も非常に大事

な事だと思いますので、一応、その前に水が有るか無いかという事が非常に重要だと思いますの

で、この辺は十分論議していただきたいと思います。 

 

○藤原部会長  

これは雨沢の一、ニ、とそれから下雨沢の所の湧水量はどれくらいあるのでしょうか。町から

聞きます。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

１３年にあの、さきほど言いましたけども、ダムの調査の時に配った資料の中でございますけ

ども、雨沢一、ニ、で湧水量が７４m3/日です。下雨沢については、その時にはすでに０m3/日と

いう事になっております。 

 

○藤原部会長 

 もう湧水は無いと、その濁りという話でなくて湧水そのものが無いということでしょうか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 昭和５０年頃より休止という事で資料を出しております。 

 

○藤原部会長 

 それは水が出なくなってしまったから休止になったのですか、それとも濁りという話ですか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 濁りを伴う事から、昭和５０年頃より休止ということで指導撤去しております。 

 

○藤原部会長 

 その時の水がどれ位、水が出ていたという事はわからないのですか。 
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○辰野町 桑沢水道課長 

 ５０年以前の資料がございませんのでどの程度か把握できません。 

 

○藤原部会長 

伊那建設事務所の方で今、山本さんと牛丸さんが持っている資料が、伊那建設事務所からもら

ったというのですけども、それは有るわけですか。次回にですね資料として委員会に出してくだ

さい。一枚の地図だけをお願いします。それから、いろいろと水源の問題が今まで無いかと思っ

ていた所からですね。電気探査の関係で言えば相当量地下水は有るようだと、それからすでに湧

水で休止している所でも若干有ると、それから有効率を高める要するに、漏水を防ぐというよう

な形をしていけば、これまで無駄に使われた水が有効に使われるというふうになってくると思う

訳です。特に漏水の防止というものは、地元の水道事業をやっている業者の方の仕事という事に

なりますので、ある意味で言うと地域振興にもつながっていくだろう。ダムを作ったら大手のゼ

ネコンが儲かるかも知れないけどむしろ、漏水防止の仕事っていうのは、地元の水道事業者の仕

事ということで、地域振興にもつながっていくと思いますのでそこらへの有効利用というのも考

えてみる必要があると思うわけです。あとお願いしたいのは、先ほど話しになりました２０の説

明なのですが資料２０についてですね。資料２０今日配布されているわけですが、この資料２０

について先ほど話が出ましたけれども根橋さんの方から、しかし、あらためて伊那建設事務所か

らこの資料についてご説明をいただきたいと思います。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 資料２０について説明させていただきます。まず２０の表のほうでございます。辰野町の資料

の昭和５２年度の等雨量曲線がございます。そのなかで小野の観測所の位置それとダムの予定地

等記載してございます。この中の等雨曲線をみますと小野の観測所の雨量より駒沢の予定地のほ

うが２０００ｍｍに近いコンターになっているということで多くなると考えられる。また辰野町

のアメダスの観測所でございますが役場の近くの高畑公園という場所の近くでございますので図

の１の関係から見てもダム予定地の方が雨量が年間多いじゃないかと考えられるとこでございま

す。そんなところを頭に入れといていただきながら、資料の裏ページをご覧いただきたいと思い

ます。（２）で駒沢ダムに溜められる流量ということで計算してございます。これは単純に計算し

ておりますのでその点はご留意いただきたいと思います。まず辰野町のアメダスの昭和５７年か

ら平成１３年度までの雨量の２０年間のデータ平均しますと１３９９となっておりますが１４０

０ｍｍということで計算をさしていただいているとこでございます。その中でＱと書いてござい

ますが、１．４ｍつまり１４００ｍｍですね、流域を１．３９ｋｍ２をｍ2に換算しまして３６５

日の一年間、これに秒ですね８６４００一日の秒でございます、で流出係数を０．６～７という

形で計算したとこでございます。通常山間地流出係数０．６７ということなのですが１０ｍｍ降

ったとすればだいたい河川に６ｍｍ～７ｍｍが流れるということで計算をしているところでござ

います。そうしますと１秒間に０．０３７～０．０４３ｍ3の水が流れるということになろうと思

います。この数字からダム地点における正常流量０．０１７ということでこれは灌漑期の普通期

ということでその水を常時流すということで引いてございます、ですからいつも河川には正常流
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量が流れていますよという計算ですのでよろしくお願いします。それを引きまして８６４００秒

×一年３６５でいきますとその数値は約６３万～８２万ｍ3に計算が出来るとこでございます。な

おダムの貯水容量３４万m3というかたちで今計画をしているところでございます。ダム地点では

この雨量コンターからいきますともう少し多いかなという計算で出来るとこだと思いますが単純

計算で根拠をさしていただいておるところでございますのでお願いします。 

 

○藤原部会長 

 はい分かりました。この話が出てきたのは水が溜まらないダムがという話になっておりまして

そのことについて河川課の方から口頭で水が溜まらないダムの実例についてお話いただきたいと

思います。 

 

○河川課 市川主任 

 河川課です。水が溜まらないダムの事例ということでございますけども、お答えします。ダム

は１０年に一度相当の渇水にも対応できる流量を安定して供給出来るような計画でございまして、

しかしダムが完成し管理運用の段階において１０年に一度の利水安全度を上回る渇水も想定され

ましてその時にはダムの貯水量が低下することはございます。その貯水の現象を出来るだけ抑え

る為利用者間の取水量の調整ですとか、水の融通などの対策が必要となります。平成６年に全国

的な渇水となりましたが長野県内でも、内村ダム、裾花ダム、松川ダム等が渇水にみまわれてお

ります。裾花ダムでは平成６年８月に利水容量に対する貯水率が最低１２％まで落ち込みまして、

水道事業者、電力会社、農業用水利管理者による渇水連絡会議が設けられダムからの取水量を制

限した事例がございます。ダムは夏場の少雨傾向が顕著な近年におきまして局地的あるいは一時

的な降雨も貯留し用水への補給期間の増加、下流の流況の改善が図られるものと考えております。

以上でございます。 

 

○藤原部会長 

 どうもありがとう。この資料請求については根橋さんと山本さんなのですが何かご意見ありま

すか。 

 

○根橋委員 

 意見と言うか質問なのですが、今のところでですね、さきほどもちょっとふれましたがあくま

で１秒当りの流量というものに固執された計算になっておるのですけど、まず指摘したいのは、

最初の１４００ｍｍその前提ですね、表側の２０００ｍｍという話ですけどこれみますと、駒沢

ダム流域も建設省の小野観測のところもほとんどまあ２０００ｍｍということだと思うのですけ

ど、小野観測所のデータが無いので実際どうかわからないのですけど、それを指摘しておきたい

ということなんですが、裏の今の説明ですけれど、一つはですね、流出係数、さきほどの０．６

～０．７についてはさきほども指摘しましたが、先生のほうのこないだのご講義とは数字が違う

点を指摘したい、計算もだからこういう程度の水が流れているのじゃなくて流れるだとすれば流

れるというのが日本語かと思います。流れているわけではございません。これはあくまで実際は
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こういう数量が流れているわけでないので、日変化なり月変化でいろいろしているわけですから、

あくまでこれは算数的な計算なのですけれども、いずれにしましてもこうゆうにすれば、こうい

うふうに流れるというのが仮定なのですけども、流れるというような発想ではなく全体の量がど

れだけ降った物が再三申し上げるようにちょっと発想を変えていただいて降ったものがどれだけ

溜まるのか、有るのかと物がですねそれがどのように利用されていくのかという収支計算をして

いただいた方がわかりやすいんじゃないかと、それから２番の説明なのですけども、０．６～０．

７の根拠がたぶん建設省側の根拠なのですけども、こないだの先生の説明ではですね樹幹で１５

～２０％、葉の蒸散で２０～２５、地表から５～７％位つまりトータルすると４０～５２％は降

った雨は大気中へ行くのだという説明があったのですけどこの事についてはどのように考えてい

るのかというのを質問したいと思います。それから２番目の質問ですけども、下の次の行のとこ

ろ、一様算数としてはこれでいいことにしましてもですね、これでいきますとこないだの県の農

業用水路の算定というところを見ますとトータルしますと、灌漑期の普通期５月１６日から９月

１５日の間はトータル０．０６３３必要なことになっている。これはいったいどこで手当てする

のか、それから水道用水は再三申し上げるように５００m3/日とすると１８万m3余いるわけです、

これはどこで手当てしているのか以上３点について質問したいと思います。 

 

○藤原部会長 

 伊那建設事務所の方で今の３つのことでどうでしょうか、流出係数の問題が一つありますし。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画貨長 

 ３点についてお答えということですが、まず２点目のご質問の内容があまりにもわからないの

でもう一度お聞きしたいと思います。まず流出係数がわからないということですか、それともこ

の計算がわかんないということですか。 

 

○根橋委員 

 えらい難しいことを聞いている訳ではなく、これでいきますと６割か７割が流れると理解した

わけです。ところが過日の部会長の先生のご説明でもですね森林の保水作用のご講義の中でも先

ほど私が申し上げました説明があったんですよ。ですからそういったものについてはどのように、

これとはだいぶ数字が違いますので７割も流れるというのと最大みても４０、６０％位しか流れ

ないというのはだいぶ数字が違ってくるわけで、そういったものについてはどのようにどうして

こんなに食い違うのかということです。具体的には。 

 

○河川課 北村ダム建設係長 

すいません、蒸発散で４割５割が総量のうちの４割５割が蒸発散するというのは。 

 

○藤原部会長 

 森林の方のいままでの森林水文学の立場からの数字です。この０．６～０．７というのはたぶ

ん建設省のマニュアルの方で決められている流出係数ですよね、 
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○河川課 北村ダム建設係長 

 これは、地質からですね０．６～０．７というのは地質から出ている流出係数概ねの係数です。

年のやつ総雨量で全体の数字を出しているので、溜まるのか溜まらないのかという議論のことと

は少しずれる可能性もあるのですけど現実的な問題としてですね、１４００ｍｍ位降っている状

況のなかでいわゆるそういった実例もこの間、山本さんのご質問の中でお話さしてもらったんで

すけど、実例として溜まらないダムがあるのか、現実の問題としてですね、いわゆる 1 ㎞ 2にも

満たないダムの中でもですね、溜まっているわけです、現実的にそのような意味からとらえて考

えていただきたいと思ってます。 

 

○藤原部会長 

 流出係数について、今の国土交通省ですかそこで０．６～０．７とかねこうゆう係数を使って

いるのは計算のとき全部これを使っているのですよね、で森林の場合はいくら裸地の場合はいく

らと全部そういう係数が出ていて、それは私たちの方から言わせると森林の状態をほとんど考え

ていない、私たちのほうでは森林の状態によって、たとえば広葉樹の場合と針葉樹の場合は違う

だろうとか、林齢が高いのと低いのと違うだろうと、にもかかわらず一方的にこういうなのに決

められているのが出来るのかどうかというのが私たちの方からの疑問なところなのです。ただし

このことについては、それこそ水掛け論なのです。ですから根橋さんのおっしゃる意味はわかる

のですけどもこれはなかなか場所によっても違うわけなので、これをただじゃあ計算するときに

何か根拠になるものといえばマニュアルを使うかそういうことで使っているのだということで理

解していただければありがたいと思います。あと２つ質問があったと思うのですけども。今のそ

れでご理解くださいこの違いについては。 

 

○根橋委員 

 流出係数については、分りました。あと２点についてお答えいただきたいのですよ。１つはで

すね農業用水路必要水量っていうのがこないだ出ているわけですね、たとえばトータルでいくと

年間６７２０００m3でいうと０．０６３３というのが出ているわけですね。これはだからどこで

確保するのかということと、それから水道は日量今のところ５００m3ということですね、そうし

ますと１８２０００m3になると思うのですが、それはどこで、毎日出ていってしまうわけですか

ら、それはどこの中に入っているのですか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 お答えいたします。年間ですねもし０．０１７m3/s 農業用水確保として流した場合にダムで全

部止めた場合には６３万～８２万位溜まるよ、水が溜まるよという計算なんです、これは単純計

算ですあくまでも、でその中に０．０１７m3/s これは農業用水、つまり農業用水も含んだ河川正

常流量という形でございますので、これを１年間に換算しますと５３６０００m3 になります。

これ丸めてございますが５３万６千 m3 になります。これは流しているよという計算ですね。マ

イナスしておりますから、で農業用水の０．０６と言っているのは細洞の池からも溜めとくだけ
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じゃなくて、細洞の池も溜めたのを出しますよと、河川からも取りますよ、細洞からも取ります

よということで０．０６になっている値なのですよ、農業用用水は。ですからそれはダムと関係

なく細洞のため池がありますというかたちでございます。それから水道水でございますが、確か

５００m3/日を一年間だと１８万になります。その中で３４万 m3 と締めくくりにあるのですが

３４万の内に６万 m3 は水道用水の確保ということでダムの中に予定しておりますので、あと１

２万ｍ3 が水道水として必要な分で流しますよということになりますので、全体が６３万～８２

万というかたちになりますと３４万をひっこくれば１２万 m3 より多い数字が大きなダムを作っ

た場合に溜まるという過程になりますので水道用水も十分に確保出来るという計算になろうとい

うかたちでございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 今の説明でいかがでしょうか。 

 

○根橋委員 

 再度確認したいのですが、河川維持水量とはこないだの説明ではね０．０１２なのですよ、こ

れは農業と何かの関係、とにかく最低限流す量ですよね、これは通年流すと。それに今の今度は

河川関係が有るわけですね、農業用水が有るわけです。それがたとえば細洞から約０．０５６９

という数字が出ていますけども、それは細洞から出しっぱなしじゃなくて当然これは入れたり出

したりしていくなかで調整していくのでしょうけど、とにかく農業用水全体がね、これをみまし

ても細洞を確保しても０．０１～０．０２を十分みなくてはいけなくなってきますので、そうす

るとですね、０．０２必要なのですよ足しますと河川維持水量０．０１２にかりに細洞を全部オ

ープンにしましてほかは駒沢から取るとしますと０．０１を足さなくちゃいけませんから約そう

するともう０．０２、２２ぐらい必要になってきちゃうんですよ。そうしますとさっきの１００

歩譲って０．６～０．７認めてもなおかつここには地下に浸透していくのはまったくみてないわ

けです。地下浸透は０だとコンクリートで固めたように全部流れてくるのだという前提にたって

いるわけですけども、だからそおいった事をみますと今言うようにマイナスしていくものがもっ

と大きくなっちゃう、しかも地下水も当然有りうるとで、駒沢の第一第二水源それすらあてにし

ているわけですねじつは水道水源としてそれはあてにしているわけですよ。伏流水だということ

でね、この間も言いましたけど、そういったことを考えていけばとっても十分溜まるという数字

にならないのですよ残念ながら。だからその危険性を指摘しているわけなのです。以上です。 

 

○藤原部会長 

 分りました。ダムを造った場合に溜まる溜まらないという話ですね。今ね。雨量との関係でね

それにつけくわえて言いますと地下浸透の問題もあるかもしれませんけど、ダムからの蒸発とい

う部分もあるんです。ですからそこまで含んでいくと相当部分少なくなってくるだろうというこ

とは、当然考えられることだろうというふうに思います。今３時なのでここで１５分程休憩を取

ります。３時１５分から再開いたしますのでいまの議論の続きでもけっこうですから、進めて行

きたいと思いますのでお願いいたします。 
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（ 休憩 ）  

 

○田中治水・利水検討室長 

休憩前に引き続いて、審議をお願いいたします。 

 

○藤原部会長 

再開いたします。先ほどまでのところで何かまだ意見を述べなかったとか、質問があったとか

いう方が有りましたらお願いいたします。 

 

○山本委員 

さっきの資料２０ですが、表の方の等雨量曲線というのはどうやって出すのか。つまり小野の

観測所に駒沢ダムはずうっと近いのですよね。それなのに表では２０００裏では１４００という

ことがよく理解できない。等雨量曲線というのはどうやって出すのか教えてほしい。それと県の

方からさっき溜まらない例の話で若干お答えがあったのですが、３つの１．５ｋｍ2 の３０ｍ以

上のダムを作ったところには、３箇所有るということで、ダム年鑑で調べてもらったのですが、

まだ私も調べる途中ですが、どうもこの 3 つは特別な関係があるような気がする。例えば神奈川

の宮ヶ瀬ダムです。宮ヶ瀬ダムは１．１ｋｍ2 で発電までやっているのですよ。ダムの名前に副

って書いてあるのですよダム年鑑には、つまりこのダムは１．１ｋｍ2 の流域面積が無いところ

で、発電なんて出来るはずが無い。つまりあすはんにありますよね稲こきダムでしたっけ、夜水

を戻すダムがありますよね、だから副ダム式のダムではないかと思うんですけど、これは調べれ

ばわかると思うんですけど、そうゆう例外のダムまで含めて、調べているんじゃないかと思うん

です。またぶりかえしになりますけど、１．３９ｋｍ2 のところに４７メートルもの大きなダム

を作った例というのは日本にはおそらく無いのじゃないか、あとの２つもこれから調べるつもり

ですけど、それを言っておきたい。 

 

○藤原部会長 

 今のような指摘が有るということでいいですよね。わかりましたほかに何か。 

 

○小澤（昭）委員  

 先程の代替案が地下水の問題が出たわけでございますが、ちょっと聞いたところによると深井

戸を掘るとおそらく、下町水源じゃないですけどヒ素が入っていないかという、ほとんどがそう

いうヒ素が入っているというような言われているようですが、それが確かであるかどうかという

こと。仮にポンプアップで上げた場合、ｍ3 というかどれくらいの電気量がかかるかとその辺の

ところを説明していただきたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 この資料１４は配られているのですね、でそれについての説明というのはまだ受けてないわけ
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ですけど、これには水質は調査していないのでしょうか。どうなのでしょう町の方で出されたと

思うのですけど。この資料１４の電気探査。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 資料１４ですがこれはあくまでも電気探査でございますので水質等については一切わからない

です。それから量についても電気探査の結果の数量でございますので実際には井戸を掘って揚水

試験をする、それをしないと実際の数量というのはたぶんわからないだろうと思います。あくま

でもこれは電気探査ということですので、想定ということですのでご理解をお願いしたいと思い

ます。 

 

○藤原部会長 

 そうすると水質検査はしていないということですけど、これについてはヒ素が有るとか無いと

かいうことについての想定というのは出来ないのじゃないかと思いますけども、そういう噂があ

るんですか。 

 

○小澤（昭）委員 

 この中で根橋委員の方からこの話を聞いた事が有ると思うのですけど岩盤に突き当たって掘っ

ていくと必ずヒ素が出るとおっしゃたことを聞いていますけど、下町水源の視察もクリヤだと思

いますけど、ちょっと頭にずっとありましてどんなものかなという感じをしていますけど。 

 

○根橋委員 

私はまったく素人ですのでただ外国の名前がすぐ出てこないのですが新聞だったか、テレビだ

ったかも知れませんが報道で発展途上国の話だったと思いますけど、岩盤由来のヒ素が出て大変

困っている報道が有ったものですからそういう例も有るみたいだと、そういう意味で申し上げた

ということで、小野の方で掘ればヒ素が出るそんな話は当然していませんので。 

 

○藤原部会長 

 松島先生、どうなのでしょう。下町水源がヒ素が出るのは原因が確定できないけども、地質か

岩盤かそこら変に起因しているのではないかとこれまで話になっていたんですね。そうすると同

じような岩盤、地質ということで言えばこの電気探査をやったところは、そこで根橋さん、小澤

さんがおっしゃったようなヒ素が出てくる可能性があるというような話になってくるのかという

ことですけどそれは、簡単にそこら辺のご意見を聞かせていただきたいのです。 

 

○松島委員 

概略しか言えませんが、ここの地域で言うと、簡単に言って小野川を境にして東側地域は火山

岩起源の岩盤が下にあって、そこからヒ素が供給される可能性としてはあると思います。ですか

ら下町で出ると言うことは矛盾しない。ただし小野川から西の方は岩盤は粘板岩を中心とする堆

積岩起源のものでとくにヒ素を胚胎するような鉱床はない、基本的にはそういうことはない。 
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○藤原部会長 

 今のような話で一様小澤さんいいでしょうか。水質検査していないのでわからないけどもとい

うことで。ほかになにか、今までですね資料請求されたもので、まだ今日説明を行われてないも

のがあります。資料の２１と２２なのです。まず２１について、林業振興課の方から駒沢流域の

森林資源の推定ということで、松島先生の方から昭和３４年の時の森林の状態はどうだったのか

というご質問がありましたのでそれについて林業振興課の方で資料の説明をお願いいたします。

資料２１です。 

 

○林業振興課 太田主任 

 林業振興課でございます。私の方からお手元にご配布さしていただいてございます資料№２１

駒沢川流域の森林資源の推定についてという資料についてご説明もうし上げます。こちらの資料

につきましては駒沢川集水区域の森林約１４０ｈａの平成１４年、今年度の森林資源これ私ども

林務部が持っております森林簿からの数値でございます。現状とですね、現在私どもが持ってお

ります森林資源のデータからのさかのぼり約４０年間のさかのぼりによります、１９６０年頃の

森林資源を推定したものでございます。森林の資源の推定ということで私どもの森林ワーキング

の方から昭和４４年当時の森林の状況地域流域の流域森林の編成調査というかたちで出さしてい

ただいたのですが、それより古い時代のさかのぼりということで基本的には今私どもが持ってお

ります資料を年代をさかのぼるという手法を使いまして、データを構成してございます。中段よ

り下に２つのグラフがございます、上段のグラフ下段のグラフそれぞれ平成１４年また昭和３５

年頃というかたちで、２種類のグラフを示してございますがこのグラフ基本的に横軸がですね森

林の年齢齢級というかたちで表してございます。これは林業の方でよく使います、５年を１齢級

といたします森林の年齢を示してございます。例えば１齢級ですと１年～５年生２齢級ですと６

年～１０年生というかたちになります。また縦軸にはそれぞれ、右側に凡例ついておりますが樹

種ごとの面積この流域内集水区域内で占める面積を示してございます。平成１４年をみますと５

齢級以下の森林はまったく存在していないと、２５年生以下のものはありませんという表示にな

っております。森林の資源は主といたしまして７齢級～１１齢級、年齢にいたしますと５５年生

に集中しております。集水区域内面積の１４０ｈａの内１１７ｈａほど占めております、８割以

上がこの齢級の森林で占められていることがおわかりいただけるかと思います。また樹種構成に

つきましては図を見て頂きますと白抜きになっているかと思います、赤松が非常に多いそのよう

な状況がうかがえます。また下の表でございます、先ほど申し上げました手法に基づきまして、

４０年ほどの森林資源のさかのぼりをいたしました、そういたしますと現在９齢級というかたち

にございます森林が１齢級また１０齢級という場所にございます森林が２齢級というふうにシフ

トをしてまいります。そういたしますと森林の状況、推測するに１齢級～３齢級非常に若い森林

１５年生までという森林でございますが非常に若年の森林が集水区域１４０ｈａの内８４ｈａ約

６割を占めると、昭和３5 年頃推定するに駒沢川集水域の森林は非常に若齢段階にあったとその

ように思われます。なおこれもまた推定でございますがこれらは戦中戦後に非常に伐採、利用さ

れた森林において植林あるいは天然更新によりまして、森林が改めて成立し始めた時期そのよう
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に考えるとこの表から見て取れると思います。３にその他と書いてございます集水区域外でござ

いますが駒沢川ダムの計画地の直下、右岸側ですね昭和４８年頃に山火事が発生しているという

ことを私ども確認をいたしました、新聞報道等では面積１０ｈａほどという報道もございました

ようですが、現況の森林資源を確認をいたしますと主に現在２９年生の赤松ということで約７ｈ

ａが森林資源上確認出来るとそのような状況でございます。以上でございます。 

 

○藤原部会長 

 どうもありがとうございました。松島委員の方から資料請求があったわけですけど昭和３４年

の時の被害の時に森林の状況はどうだったかということで今林務の方から話がありましたように

若齢の林齢だった造林地だったということでこれがやはり保水力が非常に落ちていたということ

が言えるのじゃないかと思うんですが、ただ今とどう違うかということで、林務の方で計算して

みたんだそうですけど、量的にあまりきちんとしたものが出せないというような状態だったもん

ですから量的なのもは話出来ませんけれども、こういう定性的なものを見ていただければ昭和３

４年の時の森林の状況というものは若い造林地が多かったということがわかると思います。それ

から比べると今の状況というのは壮齢林になっておりますので、３４年のような状況には無いと

いうふうに思います。それから矢島さんの方からあった山火事のことですがこれは集水区域外の

ようです。全体の面積は１１ｈａ位ということで、そのあとは今赤松の人工林。これ人工林です

か。赤松の人工林として今２９年生３０年生位になっているということで森林は回復しているこ

とになると思います。これが松島委員の方から請求された、ようするに３４年頃の森林資源はど

うなっているかということについての資料提供なのですがそれについてなにかご質問はあります

か。 

 

○松島委員 

 ３４年の時の洪水の後、それより５８年の洪水もまたけっこうえらかったのでしょうねこの地

域は、その後現在の堤防がきちんと修復されていると私は解釈するのですけど、ですから現況で

いうならば現在の基本高水そのものが流下能力は十分あるとみていのじゃないかと思います。 

 

○藤原部会長 

 はい分りました。こうような森林の状況ですから昭和３４年よりは森林の状況はよくなってい

るということが、この資料２１でわかるだろうというふうに思いますので、次は資料２２なので

すが基準点の流下能力についての資料請求がありました、これは伊那建設事務所の方からご説明

いただきたいのですが。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 資料２２について説明をさせていただきます。これにつきましては、原委員さんと牛丸委員さ

んの質問がほぼ同じような質問でございますので同じ断面で説明をさせていただきたいと思いま

す。まず 22 のＡ４のほうでございます真中上に№４５（ＪＲ鉄道橋）と書いてございます。こ

れが駒沢川の基準点という位置でございます。このＢＯＸの内高でございますが、２ｍ６０の高
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さになっておりましてこの中に余裕高を６０ｃｍを確保してございます。この中で断面上の中で

３０m3/s、３６m3/s、４０m3/s、５２m3/s と流れる量によって横断図の高さを記載しておりま

す。その関連につきましては下の表をご覧いただければありがたいと思います。この基準点の計

画高水流量が３６m3/s でございますので３６m3/s の８０７．６０という標高が記入してござい

ますがその右側にプラマイ０とかいてございます。４０m3/s になれば３６m3/s から２０ｃｍ上

がりますよ、５２m3/s だと５０ｃｍ上がりますよということで記載してございます。それから一

番下に満杯流量と書いてございますがこれが余裕高までいっぱいに流れた、つまり６０ｃｍまで

高くなった場合には５６m3/s 流れますよということで説明をさしていただいているとこでござ

います。この横断図の中でＢＯＸの四角に囲ってある部分がございますがこの部分はＪＲのトン

ネルという形の中で延長的には５ｍでございますので、この中の斜めに斜線で降りている部分で

すね、これが前後の護岸の法面でございますのでこの内側壁側ですねこれは止水域と言うかたち

で流量的には計算をしてございません。次のＡ３の右上に№４５付近という写真がつけてござい

ますが上流から見ますと広くなっているのが見えると思います。もしこの止水域を考慮しないと

このＢＯＸだけでいきますと７５m3/日流れますよという計算でございます。それから続いてカ

ラーのほうのＡ３でございます、真中に流下能力図というものがございまず、この中で青い線が

現況の河川の流下能力という形でございます。大変上がり下がりしている形の線でございます。

それから赤い線でございます。これがダムが無い場合の河川の流量でございまして、一番下流側

つまり図面の右側でございます。測点でいけば０のほうでございますが５２m3/s 流れますという

かたちでございます。それから緑の線がダムのダム地点ですね洪水調節を１６m3/s 行った場合の

流量を上流側から記載しているところでございます。一番下流側では、３６m3/s というかたちで

基準点の高さ３６m3/s いっぱいに流れるということで記載してございます。このなかで河川改修

区間約７６０ｍを施工しているのですが、だいたいこの付近で赤い線５２m3/s の流量がオーバー

してしまいますということがお解りいただけるじゃないかと思います。以上で説明終わらせてい

ただきます。 

 

○藤原部会長 

どうもありがとうございました。牛丸さんと原さん何かこれについて質問。はい、原さんお願

いします。 

 

○原委員 

 ほんとに質問ではないのですけど正直言って、５２だ３６だとかね能力とそれから満タンにな

った時実際にこういう基準点ですね断面図でどれだけの水位になったかというやつが、正直私ど

もでは検討がつかなかったわけです。そうゆう意味では今、課長さんからご説明いただきまして

ですね、まさに１時間に４９ｍｍという３０年に一回というものが集水地域に降った場合はです

ね、これ非常に大きなものだなということが断面図でよく解ったわけです。それと同時に５２と

いうような状態だとか段階ごとに降雨量が少ない場合にどうかという、私どもイメージが解りま

した。できれば今では無いのですけど国道下のところへですね、大きな河川に行きますと水量が

この位までが危険水位ですと表示してありますよね。堰と言いますか国道下のＶの字になったと
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ころでもけっこうでございますので、たとえばこれからの審議の経過、あるいはダムを作ってで

すね、３６しかもう最大の場合でも流れないよと決まったような場合はですね、要望なのですけ

ど今後の、一つの目印をですね赤でも黄色でもけっこうですああいうところに付けといてもらい

ますと住民が雨が降った、あ、これはどうなるんだとある意味では危険水位３６までくるなと、

目で見て解るようなかたちにしてもらうとですね非常に実感的に解ってくるんじゃないかと思う

んで、これは今後のことでございますけど要望をしておきたいと思います。それからＡ３の資料

のですね、たしかに青い線とそれからダムがなかった場合の流量がどうなっているか、あるいは

緑のダムを作った場合１６を調整していった場合にどうなるか、ダムを作った場合たしかにこの

とおりでございまして、ある意味では計算したダムの効果というものはこうなりますよと比較資

料でね、非常に素人的にも解りやすい資料だなと判断できました。それからもう１つはですね、

１０年間か嘗て河川工事を改修工事を７６０ｍしていただいた、その点は非常にありがたいと思

っておりますけども、このＡ３の資料の中で№３６０という場所の付近の図がございますけども、

ここも１０年間かけてやった改修工事をしたところの状況ですよね。ここのところをみてもやは

りまあ５２という４９というものが、降水量があった場合にはＪＲと同じように基準点と同じよ

うに満水状態になって、それから後の№１７８０という地点ですね、これはイメージ的に河合さ

ん押野の方に行く途中だよね、周りに石垣だとかそういう堰がなくて、護岸工事があまりされて

いない地域ここらへんでもこれが赤線で行くと高いところに行くのですけども、ここらへんは現

実として大丈夫なのですか。こういう河川工事、洪水対策をしておらないところ、この図では満

杯、溢れてしまうかなというイメージがでるのですけど、ここらへんはどうなのです。たとえば

これから高水の問題だとか洪水対策というかたちでですね、ダムの問題だとかそれと併用して治

水という問題を考えた時に、現状の駒沢川流域７６０ｍより改修しているところはたぶん安全だ

と思いますけども、ちょっと私が心配しているのは、その上の方なんですよね、あまりまだ改修

していないという、そういう部分ていうものは、課長さんの個人的見解で結構でございますけど

も、どうなんでございましょう、十分耐えられるかどうか。以上です。 

 

○藤原部会長 

 どうでしょうか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 今のご質問でございます。特に下流のほうについては改修してありますので、特にお答えしま

せんが、この流下能力図を見ていただいた中で、心配なのは赤い線の中で見ていただいて、だい

たい№的に今の１６００から１８００位ですか、ちょうどこの１７８０の横断図のとこで、流下

能力の青い線と赤い線がほぼ同じ高さになっておりますよね、それからもう１点が１６００～７

００位ですかここらへんが赤い線と青い線がほぼ高さが同じということで、溢れそうな場所がこ

の２箇所ございますと、ただ上流側につきましては災害復旧とか県単の河川改修とかで壊れそう

なところを手当てしてございます、あとは全部自然の無提地というかたちになっておりますので、

水の流れる量はだいたいこの２個所が心配だけであとは大丈夫でないかと。ただ大水が来た時に

欠けてしまう事が心配される面もあるというかたちであります。 
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○藤原部会長 

どうもありがとうございました。原さんどうでしょういいですか。牛丸さんはどうですか。 

 

○牛丸 委員 

 今日ちょっと初めてこれを見せて頂いたものですから理解がちょっとまだ十分出来ないと思い

ますが、現状で５２ｍ3 は流れるということで理解していいのですかね。このＪＲの鉄道橋のと

ころで余裕高の中でいけば５２ｍ3流れることは可能ということですかね。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 この中で見ていただきますと余裕高の中に入ってしまいますよというかたちでございます。６

０ｃｍの中に入ってしまいますよということ。 

 

○牛丸 委員 

 余裕高の中に５２ｍ3 は入ってしまいますよということでよろしいのですね。わかりました。

はい。 

 

○藤原部会長 

 これはあれですか、死水域を考えるともう少し余裕があるということなのでしょうか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 止水域を考えないＢＯＸだけ考えると７５m3/日いくとですがただ５ｍだけでございますので、

前後が断面が少ないよとというかたちでございます。 

 

○藤原部会長 

 はい、わかりました。余裕高をどの程度まで考慮していいかどうかということについては、ま

だ議論があるところじゃないかと思いますけど、今見た段階で基準点のところでは余裕高を考慮

すれば最大５２m3/ｓの基本高水ということでも１０ｃｍほど余裕はあるということになるのだ

ろうと思います。ほかに何かこの点について。治水上の問題というのでこの基本高水の問題それ

から基準点でそれがどうなるかというところなのですが、これ松岡先生。でもこの流下能力と５

２m3/ｓのあれを見るとやはり河川改修をした区間では、相当厳しいということなのでしょうか

これは。というのは余裕高までみても溢れる可能性がでてくるということなのでしょうか。この

流下能力とそれから赤と青の差ですね。 

 

○松岡会員 

 赤と青の差のあるところで下のほうは厳しいかとそういうことです。もちろん下のほうは厳し

いということになりますね。あの仮定ではありますがそうゆうことですね。 
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○藤原部会長 

 基準点はとにかく余裕高を見れば１０ｃｍくらいはあるということのようですよね。ですけど

それより上流に向かったところについては余裕高というのはどの程度までみれるか。 

 

○松岡会員 

 余裕高をどの程度みられるかっていうのは非常に微妙な問題も含んでいると言いますか、やは

り水防活動なんかを考えると、また地盤によっても違いますしね。じゃあ余裕高ぎりぎりまで使

えば流れることは流れると。余裕高ぎりぎりになっているから消防団の人達がそこへ出てですね、

土のうを積むなり、積む人を運ぶなりなんなりと、そういう水防活動するということになると、

場所によってはやはり危ないということにはなるのじゃないでしょうかねと思いますけど。ただ

これ掘り込み河道になっているのですかね。だから掘り込み河道のところと築堤になっていると

ころではまた違うと思いますし、全体をみておりませんので。 

 

○藤原部会長 

これほとんど掘り込みですよね。あの何か。 

 

○松岡会員 

まあそこで安全だといっといても、いっぱいいっぱいになっているところでちょっとでかい木

が流れて来て（作業中にですね）消防団員の方が流されたなんていうと、この野郎あそこの委員

会で大丈夫だって言ったのにまさか枝がそんなところに当たると思わなかったと言われても困っ

てしまうし、やはり余裕高は余裕高でいろいろ今までいろんな災害の防止活動をやってきた経験

上でなかなかぎりぎりいっぱいいっぱいていうのは、私としてはちょっと危ないかなと、余裕は

あったほうがいいに決まっている、そういうふうに思います。 

 

○藤原部会長 

 そういうような治水上の問題というのは、そうゆうような安全性の問題というのは若干、残っ

ているとゆうことではないかと思います。でそこでですね、少し取りまとめのほうに入りたいと

思いますので、さきほど保留になっていましたこの水道用水の供給量なんですが利水ワーキング

グループでは８８０m3/日というふうなものが出されたわけですが、さきほど９６０m3/日もしく

は１０００m3/日という数字も出てきているわけで、矢ケ崎委員のほうからもやはり余裕がない

と町の将来を考える意味でも給水量を確保したいというふうな話があったんですけどもこの給水

量について利水ワーキンググループで平成２２年度で１００５m3/日という数字を出しているわ

けなんですが、だいたいここのへんのことを目標にして水源を考えるというふうなことではいか

がなものでしょうか。あの町長さんいかがでしょう。やはり町の将来ということを考えれば８８

０というぎりぎりのねあれよりは、やはり余裕をみると、これからの町の将来というものを考え

る時にということですが、ここである程度数量を決定しておかないと次の水源の問題とか代替案

の問題に進めないもんですから、一様ここでは１０００m3/日というのをですね将来の給水量と

いうことでご確認をいただきたいというふうに思いますが何かご異論が。 
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○松島委員 

 そういう量に対して異論とかそうゆうこととは違うんですけど、この部会の議論はダムを作る

というそういう推進を進める議論と代替案を徹底的に検討するという議論と、相対する両論が相

対しちゃうとですね、将来これから先の部会において、ちょっとも成果が上がらないと思うんで

すね。だから、早い話が今、角間川部会でやっておりますように、あんまりその数値を決めて、

その数値に足りなければもう代案が無いとか、最終的にダムでなければもう解決しないんだとか、

そういうどっちかに割り切るような協議というんじゃなくてもうちょっと柔軟な議論をしていか

ないと、ダム案はもしダムの案どうりいくならば非常にこれは水量は十分に確保出来るというこ

とになるわけですから、その水量がもうどうしても確保できないっていうことだったらもうダム

しかないというようにもうこだわっちゃうとあんまりいい成果が上がらないようなと予想するの

でそのへんを柔軟に考えて、こだわらないようにある程度幅をもっていただきたいなーと思いま

す。 

 

○藤原部会長 

 今の松島さんの意見もふまえながら、この部会を進めて行きたいと思っていますけど、ある程

度ダムの案っていうのはもうすでに提示されているわけなんですね。この部会ではもしダムに変

わる案とすればどういうことが考えられるだろうかと、ダムによらない案というのも考えられる

かどうかということでいろいろと今まで議論してきたと思うんですね、で利水の問題治水の問題

についてもたとえば利水のことについてはある程度代替的な意見というものはこれまでも少しで

てたと、それから治水についてもですねいろいろ出てたとそれを総合的に皆さん方から意見をだ

していただいてそれをある程度まとめてですね、まとめた段階で部会案として検討委員会のほう

へ報告していきたいと、いうふうに考えているわけなんです。私たちがここで、部会でいろいろ

と議論をしてきた、そこの中でなにかその中で代替案を考えるについては足りない部分っていう

のがあればですね皆さん方からご意見をいただくということでやりたいんですけども、もしそう

でない、ある程度もう議論が煮詰まったということであるのならばですね、今日ここで提案した

いのはダムの方法ってのはダムによる方法ってのはもうすでに提示されているわけで、今ダムに

よらない方法としてどういうことが考えられるかそれを皆さん方からご意見としてですね出して

いただけないかなあというふうに思っているわけなんですが、そういう進め方についてはいかが

でしょうか、何かほかのご意見があるでしょうか。まあ現地調査している段階ですねいろんなダ

ムに変わる案というものも委員のかたからですね、こんなことも考えられるのじゃないか、あん

なことも考えられるんじゃないかということをお聞きしていますし、それから今までの議論の中

でですねダムによらない場合には水源として地下水それから細洞ため池の利用そんなこともいろ

いろ出されたと思いますし、それから治水の問題についてもやはりため池をもう少し大きくする

というような意見も仰った方もいるわけなんですよね、でそういうようないろんな意見がありま

したけれども皆さん方にですねダムによらない場合にはどうゆうことが考えられるだろうか、で

もやっぱりダムによらなきゃだめだからやっぱりダムが必要なんだという意見も出てくると思い

ますので、そこら辺のことについて、もし皆さん方のご了解をえられれば次回までにそういうよ
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うな皆さんがたのご意見を出していただいて、事務局のほうである程度とりまとめをしてですね、

次の部会でそれを皆さん方にたたきだいとして提示するというようなことで進めて行きたいと思

うのですが、まだ早いでしょうかどうでしょうかそこらへの進め方について。 

 

○根橋委員 

 今部会長さんの提案に賛成です。だいたいもう論点だとか問題点だとか検討すべき課題という

のはだいたいわかってきたのですので、そういうことでやっぱり代替案について具体的に進める

べきだと思います。 

 

○藤原部会長 

 根橋さんの方からそういうふうな賛成のご意見いただいたのですけど、ほかはどうでしょうか。

もう少しやっぱりつめるところがあるとすれば今出していただく、まあそういうことでなければ

皆さん方からご意見を出していてだく時にですね、それをくわしく書いて頂くというようなこと

でやることも出来ると思うんですが、もしそれでよければ。 

 

○山本委員 

ここで出していいものかどうなのか分りませんが、私ね結論から先に言いますと、県つまり幹

事会側もいっしょにダムの代替案の提案に参加すべきだと思ってるんです結論は、今提案されて

いるのはダム一本で提案されているためになかなか県の職員の人達がねダムに変わる案を提案出

来ない状況にあると思う。私はねこの応募するときの意見にも書いてあるのですがね、ちょっと

生意気なことを言うようになりますけどもいくつかの点で議論の仕方が逆立ちしちゃっている。

ひとつはダムの規模が非常に大きい、これはこれまでに述べてきたとおりなのです。なんでこん

なでかいダムを山の天ぺん近くに作らなければいかんかということなんです。おそらく駒沢ダム

の国の公共投資基本計画の一つに挙げられていると思うのです。この国の公共投資基本計画は私

現役の時から建設省にたてついてきたのです。間違っとる公共投資基本計画というのが下から積

み上げられて作られたものじゃないのです。まず日米構造協議の最終報告で１９９０年の６月に

アメリカとの約束で日本の公共投資は他の先進国に比べ高い水準にありながら国民の中に経済力

にあった豊かさが感じられないとして、４３０兆円１９９１年～２０００年まで４３０兆円の公

共投資をすることを決めたのです。つまり銭が先に決まったのです、銭が先に決まってそれに基

ずいて公共投資基本計画がつくり始めたんです。当時どうしようかと言われていた駒沢ダムも含

む、みんなそうですけどこれが公共投資基本計画にのっけて、金が４３０兆円にすり上がった、

すり上がらなかったからこれを見直した。これは１９９４年に見直した、６３０兆円に見直した。

この決まったあとに駒沢ダムが事業認定されたということなのですよ。だから金がきまっちゃて

るからぼんぼんぼんぼん大きいものになっていった。そういうことでね、こういうことをやるか

ら経済状態どうなったか公共投資依存の政策を進めた結果、細かいことは省きますけども、この

当時国の借金の残高というのは１７４兆円だったのです。国民一人当たり１４０万、今年の６月

こないだの新聞で借金残高どうなったか６２７兆３９００億円財務省が調べた。国民一人当たり

５５０万の約借金を抱えることになったのです４人家族でね２０００万ですよ。破綻ですよもう。
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こういう状況になって、そういう状況になって県も大変ですよ、県も大変だけども財政事情は、

もっと大変なのは国の財政状況むちゃくちゃ大変になっているのです。二つ目の逆立ちですが河

川法との関係なのですよ。明治２９年に治水だけで河川法というのは制定された。昭和３９年に

治水・利水を加えて大改正がえられた、それで平成９年に治水と利水に環境を加えましょう。環

境が入ってくるとね住民の意見聞きましょうということになったんです。ここが大きく変わった

ところなのです。住民の意見を聞く法律の中に公聴会もやりなさい学識経験者の意見も聞きなさ

い、市町村長の意見も聞きなさい、河川管理者の意見も聞きなさいということになっている。と

ころが今のダムの計画というのはですね、こういうことはやられてないんです、環境は入ってな

いし、地元の意見をしっかり聞いてるかといえば、聞いてない、こういう状況でつまり河川法よ

り旧の河川法の計画そのもの今の状況に合わしているから、これは逆立ちしているもんですから

相談を今も近づけられてきているんですけども、治水利水検討委員の人達はこういう資料を配ら

れていると思うんですが、河川整備計画作成フロー河川法の十六条のニここに提案されているの

は、まず県側が河川管理者の方で原案を作ってみなさんに地元の人や学識経験者やこういう人達

に相談をしなさいという書いてるんですよ。法律で決まっているのですよ。それが旧河川法のダ

ム計画案を出しているからおかしくなっちゃてきてるんです。で私がいいたいのは、今の河川法

に従ってもう一度県の幹事会側県として環境を考慮したダムも含めて結構です、結構だけどもそ

のことを提案することが私は必要じゃないかと、商売でやっているわけですから、こっちはあま

り商売でやっているわけではないので、まあ早く言えば素人が考えるよりも、専門家がそういう

提案をしていただけないか、それは難しいと思うのですよ、いままでのやつを否定しなきゃいか

んからね、だから難しいと思うのだけれども、ひとつは参加する、部会に参加する時にそういう

提案も出来るようなかたちにしてもらいたいというお願いなのです。知事も言っているのですが

そこを変えていこうということで私は財政問題ではね部会長も新聞でいろいろ言っているのです

が、この政策の中に知事の選挙政策の中に水資源開発の助成制度を確立しますということになっ

ています。内容は県の政策課に聞いたのですがまだ具体的になっていない。だから部会長が新聞

で言っているのはこういう制度が出来たのだから今までの水資源の開発の問題についても考えか

たが変わってくるのではないかということを新聞で言っているのです。ですからこのそこのとこ

ろを難しい問題ではありますけれども、そこのところを県のほうに一考して頂けないかというこ

とです。最後にまた資料提供ですけど、そのことはもうすでに始まっているという具合にみても

いいと思う。これは先ほどのあれと同じで、県の議員さんが現地を訪れた時に配った資料という

のは、代替案じゃないですけど、ダムのほうが有利ですよという具合にこういう方法もこういう

方法もありますよと、資料として配っているのですよ。資料に配っているのは建物の移転がある

からだめだというような、抽象的な書き方で現実でないということしか書いてないのですけども、

この資料を作った時の根拠をこの次の時にさっきの水道のあれといっしょで、資料を出してもら

って代替案的なことが書いてありますから資料提供をお願いしたいということが私の意見です。 

 

○藤原部会長 

色々と山本さんから話がありましたけれども、このやりかたというのはむしろ河川法よりも先

にもっと進んだやり方をやっているのだろと思うわけです。この部会で代替案ということで一応
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出してそれについての、まとめをしたものを検討委員会に出します。検討委員会でそれを答申と

いうかたちで知事にだすと、知事はそれに基ずいてその答申を尊重するというふうにいままでお

っしゃってましたから、そういうようなかたちでいきますとそれに基づいてですね県の専門家で

ある河川課のほうでですね具体的な案を作ってくるそれから河川新整備計画の話になってくる。

その時になって住民の方の話を聞くという前にねもうすでにこういうかたちで住民のかたの意見

を聞いて、それが反映できるようなかたちに、治水利水の総合的な計画というものを答申するこ

とになってるわけなんで、今山本さん仰ったようなことを先取りするようなかたちでこの部会は

やっているんだろうと思っているわけなんです。 

 

○山本委員 

部会長お言葉ですが、私はここでダムはだめだという結論を出さないかぎり推進委員会、代替

案が考えないと言う発想でしょ。私は推進委員会も含めて部会で議論をしたらどうですかという

提案をしている。ここでねダムはだめですという結論を出さないと代替案のぼやーとしたものが

でないと、推進委員会で議論できないです。 

 

○藤原部会長 

推進委員会とは。 

 

○山本委員 

正式な名前は何でしたか。浅川と砥川で今、検討委員会をやっていますね。推進って入ってい

たのですよ、確か。 

 

○政策秘書室 猿田主査 

 県の政策秘書室の猿田と申します。今、仰っているのはおそらく治水利水対策推進本部の事だ

と思います。私ども政策秘書室でその本部の事務局をやっておりまして、現時点では浅川、砥川、

この 2 流域について答申を受けて枠組みというものを作成した後に、それを具体化するための検

討をやっているところでございます。現時点で決まっていることは、推進本部というのはですね、

答申をいただいた後に浅川と砥川について現時点では取り扱っていると、今後答申が複数の河川

から出てくると思われますが、それについての扱いは正式には決まっておりません。ただおそら

く同じような対応を取らして頂くということで、その答申の内容がですねダムがあっても無くて

も、それはおそらく平等に扱われると考えております。以上です。 

 

○藤原部会長 

推進委員会とはダムを造る推進委員会じゃなくて、要するに代替案が出来てきてその代替案を

検討委員会がですね知事に答申をして、知事がその代替案を尊重して具体的にやるということに

対して、それをどういう形で進めていくかっていうのが、推進委員会の仕事だと思います。です

から、もしここでですね私のほうから先ほど提案しましたように、ダムの案というのはすでに出

ているわけですから、もしダムによらないという案を考えれるならばどういうことが出来るであ
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ろうかというのをですね皆さん方に考えていただいた上で、皆さん方の意見を事務局である程度

取りまとめまして次回に皆さん方に提示します。そしてそれについて皆さん方からの意見を聞い

て、その段階ではですね環境の問題、地質の問題、財政の問題なんかも入れると、特に具体的な

話になりませんと財政の方でですね、ダムによる案、ダムによらない案というものの比較検討が

出来ないはずです。ですからダムによらない案というものをどういうふうな形でまとめるか、ダ

ムによらない案だったらこういうような具体的な対策というものがあるのではないか、というよ

うなことをやりまして、それを財政ワーキンググループへ出すと、そうすると財政ワーキンググ

ループで、ダムによる場合はすでに提示されている費用が掛かる、それからダムによらない場合

には、先走って言うと申し訳ないのですが、例えば細洞ため池をさらに大きくするといういろん

な意見がある、それから地下水を利用するならば、地下水を掘削するための費用がいくら位掛か

るだろう、そういうようなのを財政ワーキンググループではじいてもらって、そしてそれをこち

らで出してですね、更にこの部会でもって比較検討をするということで最終的な部会案を作って

いく、そういうような手順でやろうと思っているわけなのです。 

 

○矢ヶ崎委員 

 今、部会長が言われましたように財政のことまで入っているということで、私も安心はしてい

るのですが、財政って言うのはただいくら掛かるか、イニシャルコストはどうなのかということ

を分析するのが財政ではありません。実際に我々はそれを受け持ってどちらかの案で執行してい

かなければいけないわけですから。財政イコール財源ということであります。従いまして今、駒

沢ダムを推進して、このまま脱ダムが無くて進んだとすれば、国、県の補助で 100％ダムをやっ

て頂けるというわけです。その利水に対しまして、利水量というものを辰野町、あるいはまた小

野簡水の方で若干の負担をすれば、この水源が確保できるというふうに思っております。さて代

替案の場合に、今、国の規定された水道事業だとかいろんな事業があります。そういうことに対

しまして普通、例えば地元が 7 割ですね、国庫補助 3 割なんてやられたときにはですね、ダム造

るよりも安い方法が考えられたとすれば、若干の負担率はいいと思いますけども、その結果小野

簡水の負担分がぐっと上がっちゃったとかですね。あるいは辰野町の持分が非常に上がったとか

いうことでは単に子供の遊びみたいにどっちがいいだろうかとやっているだけのことで、多少環

境や危険率の問題はいいかも知れませんけども、実際に執行のあたっては財源の問題がとても大

事になってくるかと思います。従いまして、やはり脱ダムを言われ、それに基づいて知事さんを

やっておられるならばですね、そこまで自分の理念を押し通すというふうな考え方でいらっしゃ

るならば、やはり財源の負担を地元に、替えたら余計地元に負担を背負わせたらなんて事では困

るなと思いますので、確認の上で財源的なことを考えるのでしたら、ぜひそこまで至って検討を

してほしい。 

 

○藤原部会長 

 今町長さんが仰った事は、今まで浅川ダムの場合も、それから下諏訪ダムの場合も地元の自治

体としてはそういう問題があったわけですね。それについて部会ですね財政上の問題については、

県はそれ相応の対応をしてほしいという要望をつけて、取りまとめ案を出しているわけです。そ
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れに対して政策室のほうで、それの対応はどうするかという事が多分示されたと思うのですが、

これは黒沢川部会でも非常に問題になったことですが。県がですね、出来る限りの対応を取って

くれるというふうな事がですね、検討委員会でも確認されたような、これは浅川と砥川だけです

よ、まだ。 

 今、田中さんのほうから利水に関する県の支援体制についてという事で、第 16 回の検討委員

会、9 月 17 日にあったのですが、総務部長の説明として、「利水に関する県の支援体制について

ご説明いたします。本検討委員会においてこれまで言及されてきたとおり、水道法第 6 条により

水道事業は原則として、市町村の自治事務とされております。したがって県が何らかの関与を行

う場合においては市町村と充分協議しなければなりません。上水道水源対策に関する制度は、水

源をダムに求める場合に限り、県は補助を行っているという現状です。検討委員会及び黒沢川部

会に出された意見は、ダム以外の水源開発に関して県の支援を求めるものととらえています。前

回の検討委員会でも申し上げましたとおり、答申の主旨を最大限尊重することが県の基本的スタ

ンスでございますので、制度上の不備があればご指摘いただき、それが部会報告を経て委員会答

申として盛り込まれてくるならば、法制財政的な視点も踏まえながら、積極的な検討をさせてい

ただく考えでございます。」 

 ということでですね、とにかく部会からですね、委員会を経てそういうようなことが盛り込ま

れてくるならば、法制財政的な視点も踏まえながら、積極的な検討をさせていただく考えでござ

いますというのがですね、検討委員会における総務部長説明なわけです。 

 「法制財政的な視点も踏まえながら、積極的な検討をさせていただく考えでございます。」これ

は検討委員会の議事録にもあるわけですね。更に田中知事は今回の選挙公約において、「水直しと

いう項目で脱ダム債を新設し、水源林を保護すると共に新たな水資源開発の助成制度を確立する

としております。県といたしましては、新たな水資源開発の助成制度について市町村のご意向も

把握しながら検討してまいりたいと考えております。」 

 こういうのが 9 月 17 日の第１６回検討委員会の時の、総務部長の説明なのですね。で、これ

は黒沢川部会の部会長である高橋さんが、このことについては何度も何度も検討委員会で確認を

求めまして、そしてこのような説明が出てきたというふうに思っております。 

 

○矢ヶ崎委員 

 これは大事なことですので、財政考える場合は財源と財源負担の問題、これが無いと実際大人

の話にならんわけでありますので。この部会の最終的な代替でありあるいはダムでありいろいろ

が決定されるときには、今の県の財政負担をですね、はっきり明示されますよね。 

 明示されなくてぼわっとしてくようじゃ困りますので。私どもにしてみればですね、ダムと同

じくらいの地元負担率ぐらいにしていただかないと、相対的に安くなることは結構ですので、地

元負担のことはよくお考えいただきたいと、そうしないと地方には今お金が無いですよ、財政的

に。環境的にはこんなのがいいのだぞと決まった結果ですね、町の財政負担、地元負担がこんな

に上がったのじゃ、とてもやりたくても出来ないようなことになります。どうぞよろしくお願い

します。 
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○藤原部会長 

 今のことについては、一応県の正式な説明ということで受け取っていただいてですね、部会の

結論を出すときにですね答申を出すときに、今矢ケ崎さんがおっしゃったようなことも、どのよ

うな文言で入れたらいいかという事もお考えいただいてですね、取りまとめていきたいというふ

うに思っておりますので。 

 

○山本委員 

 町長、今言っていることで何処の時点で考えるのですか、財源の負担を。町民としてですか、

国民として考えるんですか。つまり、私の言いたいのは 8 割の補助金がくるからそれは国の補助

ですから、負担は安くすむと思うのですよ。2 割で県はやるわけですからね。だから私は国民的

な視点も考えなければいけないのじゃないかということを言っているんですよ。負担は全部で考

えて公共投資基本計画の中でやってもらえればね、みんなの配分になるけれども、県でやる、町

でやるということになるとね、断然負担は大きくなってきますから、どこで考えたらいいのかと

いうことと、それと脱ダム宣言でも言っているように 8 割の、国が補助しているからといって安

易に造ってはいけないといっているのですよ、ダムはね、財源の問題で。だから、治水が入らな

い負担率は調べてもらいたいのですが、つまり利水だけで水を取ろうとすると、国がどれだけ補

助してくれるのか、県はどれだけ補助するのか、治水が入るとがらっと変わるんですよ状況が。

治水が入れば 8 割とにかく国が持ってくる、そこのところを明確に議論の対象にしておかないと

いけないと思うのですよ。 

 

○藤原部会長 

 今の山本さんの話。 

 

○矢ヶ崎委員 

 当時辰野町の塩嶺出水の問題等他などで、いずれにしてもこの小野の水が少ないということで

私より 3 代前の町長のころ、町の財源の都合それから県の都合、国の都合など考え、あるいはボ

ーリングをやってみたデータなどを踏まえてですね、相談し、このダムでいくというふうに町は

決定した筈ですね。それで国のほうでそういった計画はあったでしょうが、国が命令的にこうい

うダムを造れといったものでもないです。町からの要請と住民ニーずうっと相成ってそうなった

わけです。特に脱ダムということが無ければこのまま進んでいく筈です。それで小野にはいいか

どうか別にしまして、ここで議論していることはまだ問題かも知れませんが、水は入ってきたこ

とは事実ではないかと思います。したがって町はそういう財源方法で今進んでいるわけですよ。

しかしここで脱ダムという理念が田中知事さんのほうから出されてあるわけですが、ここは治水

だけでなくて利水はどうしても必要なのですね。それが砥川と浅川と大きく違うところだと思っ

ています。従ってどうあれダムじゃなくても利水を引き込まなければならない。しかしプール的

に、今山本さんが言われたように日本全体から見ればどこが負担しても税金は同じじゃないかと

いう考え方は、国家的な考え方と一緒で結構だと思います。結構ですけど、ただ当町としてはで

すね全体的にプールが同じでも半分持てと言われたら、もう持つだけの能力がないということで
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す。あるいはまた小野の簡水に、これは利水だから 8 割持ちなさいとかね 5 割持ちなさいなんて

いわれてもですね、どのくらいの金額にダム以外の方法がなるか知りませんけど、そのときはそ

れはちょっと酷ではないかなと思いますので、やはり我々も税金を納めてますが地方交付税もど

んどん減らされている状況ですし、我々のもらう分というのも相当少ないはずですので、それに

立脚したひとつの分配の方法があるわけですから。いずれにしても町としてですね国家を語るこ

とはいいかも知れませんが、いずれにしても具体的に出来る範囲の財政力って言うのもあります

ので、その中から具体的な執行方の中から考えた案でございますので、お分かり頂きたいと思い

ます。 

 

○藤原部会長 

 この部会に自治体の長の方を加えるということは、そういう意味でのご意見もいただきたいと

いうことで加わっていただいておりますので、取りまとめの時には、町の問題ということを指摘

していただくというふうにやっていきたいと思います。 

 

○原委員 

 代替案をぼつぼつ考えていくのは私、賛成です。大分、教えて頂いて勉強したし、疑問な点は

だんだん理解し現状もだいたい分かってきました。そういう時期に来たのかなと考えております。

ただ 1 点だけ教えていただきたいのです。ダムとダム無し案という藤原部会長のお話の中にです

ね、例えば同じコンクリートであってもですね、堰堤が 15ｍ以下の場合は、これはダムというふ

うに見なさない。それを越えた場合がダムですよという考え方でいいですか。例えば利水用にあ

の駒沢のところのですね、今の高さ４７ｍというダムに変わってですね、本当に今せっぱ詰まっ

ている利水用という形で、可能かどうかは別として例えば堰堤の高さが 15ｍ、14.99ｍというこ

とになればこれはダムじゃないよと、いう形もひとつの方策に入れていいかということです。 

 

○藤原部会長 

 これは国土交通省が１５ｍ以上のものをダムというというように決めているのですね。ですか

ら 15ｍ以下ものは堰、長良川河口堰なんかも１５ｍ以下だから河口堰と言っているので、多分１

５ｍと言うのがダムかダムじゃないかということになる。 

 

○河川課北村ダム建設係長 

河川砂防技術基準案っていうのがよく話に出てくると思うのですが、いわゆるいろんなものを

作る時に手引書といいますか、そういうものがあって１５ｍ以上のものはそれによりなさいとい

う基準になっているのです。 

 

○山本委員 

 いろいろ国土交通省に聞いてみたのですが、今ダムと言う言葉を使わなくなって、砂防の場合

は１５ｍ以上あっても、それ以下であっても皆、堰堤に切り替えているようです。日本語にとい

うことを言っていました。 
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○藤原部会長 

そこら辺のとこは、この部会に馴染まないことなので、置いておいていただきたいです。それ

から原さんの方から実は試案が出ていまして、治水農業用水対策としまして試案が出ているので

すが、これはまさにこの次に出していただきたいと思う代替案に近い。 

 

○原委員 

 第 1 回から第 3 回までやってきた事と、私の理解している範囲からですね、こんなことを考え

ても間違っていないかと言う形を出してみたのですよ。 

 

○藤原部会長 

 これを先ほどいいました代替案の中に取り入れて次回のときに皆さんに、代替案についてのご

意見をお聞きするときにこの資料も一緒に配布すると言う形で対応させていただくと言うことで

対応させていただく事にいたします。繰り返しになりますが、次回までにダムによらないとすれ

ばどういうことが考えられるかと言うことについて、皆さん方の案を出していただきたいなと思

っているわけなのです。そしてその案について、事務局のほうである程度取りまとめまして、皆

さん方の出された原案はそのまま皆さん方に全員に配布いたします。こちらで皆さん方から出さ

れたのを適当に丸めると言うふうな形はしません。皆さん方の出した案を生のままでお配りして、

それから事務局と私と部会長のほうで相談をして、そして取りまとめとするとこうなるのではな

いかと言うような試案を提示するというようなことで次回議論をしていきたいと思いますので、

ご了解していただきたいと思います。一応今日の予定と言うのは、大体議事は終了したのですけ

ど、今の問題も含めて事務局のほうから皆さん方にお願いすることがありますので、事務局に代

わってもらいます。 

 

○河合委員 

 今まで論議をしてきた中で、断層の話を私、先日申し上げたのですが、言葉だけではちょっと

わかりにくいので検討委員会でまとめてある断層を図面の上に落としていただいて、この辺では

こういう断層があるのだと、そういう図面を資料として配布願いたいなと思います。 

 

○藤原部会長 

松島先生、急な話で申し訳ないですけど、断層についての話を少ししていただけるようでした

ら、お話をいただいた上で今の資料請求に対して対応すると。 

 

○松島委員 

 今、河合さんのおっしゃられた断層の図面ですね、これは伊那建設事務所で私はその図面を既

に見ておりますので、それを配布していただければいいかなと思います。それが一点と、断層と

言うものは必ず評価を伴いますので、その成果によってダム計画がなされているわけですね。で

すから先立って伊那建設事務所のほうへ行きまして、その報告書の概要を見せてもらって、調査
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したコンサルにも来ていただいて内容を説明していただきました。ですがそれだけではきちんと

把握できないので、近日中に県のほうの河川課も立ち会わなければならないと言っておりますの

で、河川課も立ち会った中で地質調査会社と伊那建設事務所と関係者と一緒に現地を見て、見た

結果を私のほうからの視点で見ればその調査結果がどう評価されるかと言うことは部会へ報告さ

せていただくというつもりでいます。ですからそれは今後の部会の中へ、そう言うような機会を

とっていただくようにと思います。先ほどおっしゃられた図面については、次回にでも出しても

らえると思うのですけども。それでいいでしょうか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 図面を出すことは結構なのですが、松島先生どの図面を出してよいかというようなことは何か

ございます。この間、見られた図面の中でこの図面を出して下さいと。 

 

○松島委員 

 もちろん一枚に限るならば、この図面がいいですよというのを選定しなければいけないですけ

ども、まだコピーが私のところへ来ていないので、コピーが来次第それはお答え申し上げたいと

思います。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 わかりました。それを見てご指示をいただきたいと思いますが。よろしくお願いします。 

 

○藤原部会長 

 先程言いましたように、皆さん方のダムによらないとすればどのようにしたら良いかと言うよ

うなご意見をいただいてですね、それを取りまとめましてその上で環境の問題とか、地質の問題

とか財政の問題も含めてですね、議論を進めていくというふうなやり方でやっていきますので、

次回ということにさせてほしいと思います。事務局のほうから説明を行います。 

 

○事務局 所企画員 

只今部会長から申し上げまして、次回までに案をいただきたいと言うことで、只今お配りして

ありますペーパーにも書いてございますけども、事務局のまとめの都合でございまして申し訳ご

ざいませんけれども、提出期限を 12 月 18 日ころに、提出先は伊那建設事務所のほうへ、別途封

筒も添付してございますのでよろしくお願いしたいと思います。それから本日の資料の請求がご

ざいましたものの確認でございます。まず、JR トンネルの明治コンサルが行った地質調査等に

ついてですけども、どこにあるのかが不明でありますのでとりあえず事務局のほうでどこにある

か探しまして、対応してみたいと思いますのでお願いします。それから神戸委員からございまし

た横川ダムから水が引いてこられるのかと、こられる場合には費用はどれくらい掛かるのかと、

それからその費用が出るときは負担の比率はどの位かということで、こちら伊那建設事務所でよ

ろしいでしょうか。資料でなくても結構でございます。答えられれば。 
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○藤原部会長 

計算すればどのようにやってあれかということで、質問のときにはそれがあったのですけども

ちょっと出来ないということですと、・・・ 

 

○事務局 所企画員 

 それはまた幹事で話しておきます。それから知事の現地調査や議員の現地調査のときですか、

そのとき出した現地調査の資料と言うことで、只今手元に参っておりますのでこの後すぐにお配

りもうしあげます。それから深井戸を掘る場合のものですけども、ポンプアップした場合に電気

料金はどの程度掛かるかと小沢委員からございましたけれども、これについては町のほうでどう

ですか。どれくらいの深さかっていうのが全然わからないものですから想定が出来ないと思うの

ですけども、その辺は前提条件を整理してもらえば、出来なければ出来ないで結構だと思います

けども。 

 

○.辰野町 桑原水道課長 

今現状の下町水源の電気量を提出します。 

 

○事務局 所企画員 

 よろしくお願いいたします。それから山本委員さんからありましたけども、知事、議員の説明

のときの、治水に関係する資料を出してくださいと言うことでございます。これは伊那建設事務

所さんでよろしいでしょうか。 

 

○山本委員 

 水道の資料に付いている資料です。河川改修の嵩上げ案、河川改修の拡幅案、河川改修の河床

掘削案、遊水地案という 4 つの案が図面の中に入っていますから、私が求めているのはこれだけ

じゃなくて、何でこれが不利なのですかとダムのほうがいいのですかという、その考え方を示し

てもらえば一番いいですけれども、それが分からないと言うならこの図面と資料だけでもいいで

す。それが出てきた段階で議論すればいいわけですから。お願いします。 

 

○事務局 所企画員 

それでは最後に断層の図面と言うことで以上でございます。 

 

○牛丸委員 

資料のところで明治コンサルのほうの資料と共に、出来れば辰野町の方で辰野町水資源の展望、

昭和 52 年度版なのですけど、この町史に出ているのは、これで企業の現況が載っているのです

ね。そこにも井戸の水量の事が載っていますので、地下水に水源を求める場合に非常に参考にな

ると思いますので、是非、小野の地下水を使っている企業の現況を出していただければと思いま

す。 
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○藤原部会長 

あと、何か。 

 

○山本委員 

 さっき言いました、河川法の整備計画のフローが県で作ってありますから、それも参考に配っ

ていただきたいと思います。それからもう一つ、今までの既設ダムの計画段階のお金と、竣工し

たときのお金の比較の表がありますから、その表も一緒に出してもらいたいのです。 

 

○事務局 所企画員 

 只今の３つあったのですけども、辰野町の地下水の企業の状況と言うのは、これ辰野町さんで

よろしいですか。 

 

○藤原部会長 

 町の方でお願いいたします。 

 

○事務局 所企画員 

 山本委員さんから出ました河川の整備計画のフローと言うのは、どういう段階でどういうふう

に手続きやっていくって言うフローでございますか。パンフレットにもよく載っているようなも

のですね。それは河川課さんでよろしいですか。最後に既設のダムの計画時と完成時のダムの費

用の比較ですか。 

 

○山本委員 

 計画段階ではいくら掛かるよといって、竣工した場合にはいくら掛かりましたという表です。

裾花川からずっと砥川、浅川まで全部入ったもの。 

 

○藤原部会長 

 そういう表あるのですか。それを見せてもらうと言うことで。伊那建設事務所で見せてもらう

と言うことで、そういうものがあれば。無いですか。 

 

○河川課 北村ダム建設係長 

 中身が分かりませんので山本さんと確認させてもらえばいいということですね。部会としてで

なく。 

 

○藤原部会長 

 部会にそれを配る必要は無いということで、お願いいたします。 

 

○事務局 所企画員 

それでは次回でございますが、前回決めていただきました 12 月 24 日午後１時からここで行う
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と言うことでお願いします。以上です。 

 

○藤原部会長 

 これで本日の議事は終了しましたけれども、18 日までにお渡ししました要領でご意見をお送り

頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

（ 終了 １６：５０ ） 

 


